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料

!下

資

フ
ラ
ン
ス
一
七
九

O
年
仲
裁
法
と
は
一
七
九

O
年
八
月
-
六
1

二
四

日
の
司
法
(
裁
判
)
組
織
に
関
す
る
デ
ク
レ
第
一
章
(
吋
ユ
E
-
2
)
仲
裁
人

1 
裁
判
官
に
つ
い
て
(
六
ヶ
条
か
ら
成
る
〉
を
指
す

(HN25ニ
な
ロ

bS7rω

]
D
2
2
ι
2
2円
P
F
H斗
S
P
5
8・同
Y

お
に
そ
の
全
文
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
)
。

」
の
デ
ク
レ
は
多
く
の
文
献
に
お
い
て
法
律

Q
C
C
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
ち
な
み
に
、
第
二
章
裁
判
官
一
般
に
つ
い
て
つ
二
ケ
条
)
、
第
三

章
平
和
の
裁
判
官
(
治
安
判
事
と
訳
さ
な
い
で
お
く

l
筆
者
)
に
つ
い
て
(
一

二
ケ
条
)
、
第
四
章
第
一
審
の
裁
判
官
に
つ
い
て
(
七
ケ
条
)
、
第
五
章
上
訴

(
m
w
H
)
℃

己

)

の
裁
判
官
に
つ
い
て
三
五
ケ
条
)
、
第
六
章
選
挙
の
方
式
に
つ

い
て
(
四
ケ
条
〉
、
第
七
章
裁
判
官
の
叙
任
(
コ
ロ
己
主
F
t
g
)
式
に
つ
い
て

(
六
ケ
条
)
、
第
八
章
司
法
(
行
政
)
職
に
つ
い
て
(
七
ケ
条
。

-
O
B
5
5
b
z

同

Ev--n
を
検
察
と
訳
す
の
は
誤
解
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
目
。

B
Mロケ

z
p
E
吉
区
Fn

の
任
務
は
公
序
を
護
り
法
律
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
〉
0

第
九
章
書
記
公
開
回
目
白
2
)
に
つ
い
て
ハ
五
ケ
条
〉
、
第
一

O
章
平
和
の
役

所

C
O
Z
E
E
P
官
同
同
)
及
び
家
庭
裁
判
所

(-2司
F
E
E
-
L
O
P
E
-
-。〉

に
つ
い
て
(
一
七
ケ
条
。

《
第
一
条
平
和
の
裁
判
官
の
管
轄
権
を
越
え
る
一

切
の
事
件
に
お
い
て
は
、
該
裁
判
官
及
び
そ
の
補
佐
役
〈
同
盟
巴
詰
ロ
円
印
)
は
平

和
と
調
停
の
役
所
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。
》
。
ち
な
み
に
、
第
三
章
第
一

条
は
《
各
カ
ン
ト
ン
に
一
名
の
平
和
の
裁
判
官
と
若
干
名
の
平
和
の
裁
判
官

の
廉
直
賢
明
な
補
佐
役

(ι
向
田
宮

E
u
r
o
s
s
g
a
g
a
2
5
)
を
置
く
。
》
と

定
め
る
〉
、
第
一
一
章
警
察
の
事
件
の
裁
判
官
に
つ
い
て
ハ
七
ケ
条
〉
、
第
一

二
章
商
事
の
事
件
の
裁
判
官
に
つ
い
て
(
一
四
ケ
条
)
と
な
っ
て
い
る
。

右
の
デ
グ
レ
の
第
一
章
を
邦
訳
し
て
お
く
。

司
法
組
織

Q
2官
2
s
t
oロ
〕
邑

X
E吋
刊
)
に
関
す
る
デ
ク
レ
(
一
七
九

2 
O
年
八
月
二
ハ
|
二
四
日
)

第
一
章

仲
裁
人
に
つ
い
て

第
一
条
仲
裁
は
市
民
間
の
紛
争
を
終
結
せ
し
め
る
最
も
合
理
的
な
手
段

で
あ
っ
て
、
立
法
者
は
仲
裁
付
託
の
愛
好
で
あ
れ
効
用
で
あ
れ
こ
れ
を
減
少

せ
し
め
る
べ
き
い
か
な
る
規
定
を
も
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
条
人
は
す
べ
て
、
自
己
の
権
利
及
び
自
己
の
訴
権
の
自
由
な
行
使

を
有
す
る
に
よ
り
、
自
己
の
私
的
利
益
に
つ
き
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
い

か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
例
外
な
く
、
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
の
た
め
に

一
人
ま
た
は
数
人
の
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
仲
裁
付
託
は
、
仲
裁
人
が
判
決
を
言
渡
す
べ
き
期
限
を
定
め
な

い
も
の
も
、
定
め
た
期
限
が
切
れ
た
と
き
で
も
、
有
効
で
あ
っ
て
、
当
事
者

の
一
方
が
仲
裁
に
も
は
や
執
着
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
旨
を
仲
裁
人
に
通
告

す
る
ま
で
は
、
こ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
件
裁
判
決
を
上
訴
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。
た
だ
し
、
当
事

者
が
仲
裁
付
託
に
よ
っ
て
上
訴
の
権
能
を
明
示
的
に
留
保
し
た
場
合
は
こ
の
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限
り
で
な
い
。

第
五
条
上
訴
を
留
保
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
両
当
事
者
は
、
同
じ
く
、

上
訴
を
提
起
す
る
裁
判
所
を
も
、
王
国
の

(
L
C
H
D百
回
目
。
)
す
べ
て
の
裁

判
所
の
中
か
ら
、
仲
裁
付
託
に
よ
っ
て
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

〔
裁
判
所
指
定
〕
を
欠
く
と
き
は
上
訴
は
受
理
さ
れ
な
い
。

第
六
条
上
訴
さ
れ
る
こ
と
な
き
仲
裁
判
決
は
、
地
方
裁
判
所
の
長
の
単

純
命
令
に
よ
り
執
行
し
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
し
、
同
所
長
は
提
出

さ
れ
た
正
本
の
末
尾
ま
た
は
欄
外
に
こ
の
命
令
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

、、

一
八

O
六
年
四
月
二
九
日
の
立
法
府
(
わ

DGω
円お
E
F
E
)
の
会
期

に
お
い
て
、
護
民
院
(
、
叶
コ
ゲ
ロ

EH)
の
弁
士
マ
ラ
ル
メ
(
玄
白
子
凶
円
Bb)
が、

護
民
院
の
立
法
部
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
法
案
採
択
希
望
を
理
由

3 

フラ γス一七九O年仲裁法について

一
七
九

O
年
仲
裁
法
に
つ
い

づ
け
る
陳
述
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

P
2
H
b
e
F同
広
聞
広
三
芯
ロ

c
i
r・

2
5
B
2巳
と
。

R
R
-
B
Z巳
F
L
o
r
-
-
H
g
n
p
g日。

Nω
・
E
U
O咽

MM

A
H
u
o
l
品品∞〉。

一
七
九

O
年
八
月
二
四
日
の
法
律
以
前
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
場
合
に

仲
裁
が
な
さ
れ
う
る
か
、
い
か
な
る
方
式

Q
2
5同
E
g〉
を
仲
裁
は
履
践

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
い
か
な
る
効
果
を
仲
裁
は
惹
起
す
べ
き
も
の
か
、

に
つ
い
て
正
確
に
決
定
す
る
一
般
的
な
法
律
と
い
う
も
の
は
存
せ
ず
、
人
が

依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
は
、
古
昔
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
、

ロ
ー
マ
法
、

い
く
つ
か
の
慣
習
、
地
方
に
の
み
通
用
す
る
地
方
法
律
な
ど
、
散
在
す
る
諸

規
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
法
規
は
、
し
か
も
、
確
実
な
も
の
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
ず
、
最
大
の
注
意
を
払
っ
て
こ
れ
に
従
っ
て
も
間
違
い
が
な
い
と

い
う
保
証
は
得
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
判
例
は
異
な
る
慣
行
を
描
き
出
し
た

も
の
で
あ
る
に
止
ま
っ
た
。

〕

レ

dμ

九

O
年
八
月
二
四
日
の
法
律
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
例
の
区
々
を
喰

い
止
め
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主
要
な
点
に
お
い
て
で

あ
っ
て
、
六
ケ
条
を
も
っ
て
し
て
は
す
べ
て
に
わ
た
り
治
療
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
よ
り
も
以
前
の
法
律
や
判
例
が

か
な
ら
ず
し
も
仲
裁
に
十
分
に
好
意
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
法
律
及
び
そ
の
後
の
法
律
は
仲
裁
に
法
外
な
ひ
い
き
を
見
せ
た
。

こ
れ
ら
の
法
律
の
起
草
に
お
い
て
自
由
の
観
念
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。

自
由
の
観
念
は
仲
裁
と
い
っ
た
よ
う
な
制
度
に
大
き
な
信
頼
を
も
つ
よ
う
に

人
を
吹
き
込
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
の
観
念
は
仲
裁
の
性
質
を
別

呉
の
も
の
に
す
る
に
至
ら
ぜ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

マ
ラ
ル
メ
は
以
上
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
マ
ラ
ル
メ
が
指
摘
し
た
と
こ

ろ
の
、
仲
裁
の
行
き
過
ぎ
は

一
八

O
六
年
民
事
訴
訟
法
典
の
委
員
会
起
草

草
案
の
冒
頭
に
位
置
す
る
前
震
き

(
-
2
0
r
2
ミ
巳
3
5
匂
門
住
吉
宮
包
完
ω)

の
中
で
も
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
戸
o
n
円km
・-『正・・

5
目。

N
Y
M
M
・
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キ}

ロ
)
。
仲
裁
は
満
足
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
人
は
期
待
し
た
。

資

だ
が
仲
裁
の
笑
際
は
つ
ね
に
こ
の
期
待
さ
れ
た
満
足
を
与
え
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
人
が
置
か
れ
た

困
難
な
諸
状
況
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
い
く
つ
か
の

弊
害
を
排
除
し
、
そ
れ
自
身
尊
重
す
べ
き
為
に
な
る
こ
の
制
度
に
真
の
良
さ

を
戻
す
た
め
に
、
最
近
数
年
間
の
経
験
を
生
か
す
べ
く
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

4 

こ
の
よ
う
に
、

一
八

O
六
年
仲
裁
法
の
背
景
に

一
七
九

O
年
仲
裁

法
と
そ
の
後
の
法
律
・
判
例
、
が
示
し
か
っ
産
み
出
し
た
状
況
が
あ
る
。
こ
れ

ら
を
理
解
す
る
こ
と
が
、

一
八

O
六
年
仲
裁
法
の
法
条
の
成
立
の
根
拠
を
理

解
す
る
の
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
七
九

O
年
八
月
一
六
l
二
四
日
デ
ク
レ
の

成
立
の
経
緯

1 

立
憲
議
会
(
〉
曲
目
B
E
b
o
n
oロ目

E
5
5
0
)
は

-
七
九

O
年
三
月

二
四
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
司
法
の
秩
序
を
全
体
に
お
い
て
再
建
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
(
岡
山

2
5ニ
間
宮

b
s
-
ι
2
-
0
2
2
仏
E

R円
P
F
H吋
∞
由
脚

H
∞ω
c
-
-
u
-
K
H
U
ロ
。
件
。
(
品
)
)
。
つ
い
で
、
一
七
九

O
年
一
二
月
三
一
一
日
の
デ
ク
レ
に

お
い
て
、
《
国
民
議
会
は
、

司
法
権
の
組
織
を
規
制
す
る
前
に
、

下
記
の
諸

問
題
が
討
議
さ
れ
決
議
さ
れ
る
こ
と
を
制
令
す
る
(
念
日
中
広
)
》
と
し
て
、

一
0
項
目
を
挙
げ
た
。
《

γ
陪
審
員
を
設
く
べ
き
か
?

γ
陪
審
員
を
民
事

事
件
及
び
刑
事
事
件
に
設
く
べ
き
か
?

目
。
裁
判
は

2
5
c
E
E
H
m
b
pロ・

て S
な:;!
さ泊
る Q

E巻
カミ V~ 

~定
d百の
2 場
0..所
〆に

E.定
認着
∞し

諒て
←ーニ 、
で豆
長重
半IJ 叩

Z幸
裁 3
半。~

?2 
筆つ

者
〕
に
よ
っ
て
な
さ
る
べ
き
か
?

r複
数
の
審
級
が
存
す
べ
き
か
、
そ
れ

と
も
右
宮
-
(
上
訴
)
の
慣
用
が
廃
止
さ
る
べ
き
か
?

グ
裁
判
官
は
終
身

と
す
べ
き
か
、
一
定
期
間
の
任
用
と
す
べ
き
か
?

目
。
裁
判
官
は
人
民
に
よ

っ
て
選
ば
れ
る
べ
き
か
、
王
に
よ
り
任
命
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
?

法
(
行
政
)
職

(
B
5
2
5
5
日
以
ロ
ゲ
ロ
ロ
)
は
完
全
に
王
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
べ

き
か
?
V
一
個
の
破
棄
裁
判
所
ま
た
は
大
判
事
♀

g
m同
自
含
百
四
ゆ
る

vd
裁
判
官
は
い
ち
よ
う
に
す
べ
て
の
種
類
の
事
件
を

裁
判
す
る
と
す
べ
き
か
、
裁
判
権
を
、
商
事
事
件
、
行
政
事
件
、
租
税
事
件
、

警
察
事
件
に
つ
き
、
異
な
る
裁
判
管
轄
権
に
分
け
る
べ
き
か
?
町
民
事
の

法
律
及
び
刑
事
の
法
律
の
原
則
的
諸
規
定
を
新
し
い
司
法
の
秩
序
に
合
わ
せ

を
存
置
す
べ
き
か
?

る
諸
方
法
に
つ
い
て
の
仕
事
を
国
民
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る

委
員
会
を
設
置
す
べ
き
か
?
》
宿

2
・
間
宮
ニ
正
仏
・
・
同
M
-
N
N
)
。

2 

右
の
一

0
項
目
の
問
題
に
つ
き
国
民
議
会
は
逐
次
デ
ク
レ
に
よ
っ
て

答
え
て
い
っ
た
。

γ
及
び

γ
に
つ
い
て
は

一
七
九

O
年
四
月
三

O
日
デ
ク

レ
に
よ
り
、

国
民
議
会
は

刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
陪
審
員
が
存
し
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事
事
件
に
つ
い
て
は
陪
審
員
が
存
し
な
い
こ
と
を
制
令
し
た

(mE-
札口・

FE--
司

-
N
S。
目
。
に
つ
い
て
は
、
国
民
議
会
は
、
一
七
九

O
年
五
月
一
日
デ

とク
をレ
制に
令よ
しり

事第
警審
竺の

正若
占官
決は
常
定設
を 定
保置
留
しを?
た吾
河 E
("t ;::;. 
口 円

'" m 旦乙
'"、
F で
ーあ
0" ~.る
巳d 吉田

唱-
M
叶
)
。
ど
に
つ
い
て
は
、

一
七
九

O
年
五
月
一
日
デ
ク
レ

国
民
議
会
は
、

(
前
掲
五
月
一
日
デ
ク
レ
と
は
別
の
デ
ク
レ
)
に
よ
り
、
民
事
事
件
に
つ
き

二
審
級
が
存
す
る
こ
と
を
制
令
し
、
特
別
の
例
外
を
決
定
す
る
こ
と
が
あ
り

う
る
こ
と
を
留
保
し
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
全
く
別
に
考
え
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
断
っ
た

(HNon-
間
宮
-
L
Z
P
-
-
Y
N
3
0

二
審
級
制
の
採
用
に
伴

一
七
九

O
年
五
月
三
日
デ
グ
レ
に
よ
り
、
上
訴
の
裁
判

官
は
常
設
定
置
で
あ
る
こ
と
を
制
令
し
た
宙

2
・
間
合

--E?同
)-N4)。

ぃ
、
国
民
議
会
は

ブラシス一七九O年仲裁法について

ゲ
に
つ
い
て
は
、
国
民
議
会
は
、

一
七
九

O
年
五
月
四
日
デ
ク
レ
に
よ
り
、

裁
判
官
の
任
期
を
六
年
と
制
令
し
た
(
同
2
-
m
E
-
L
σ
F
L・-唱
-N4)。
グ
に
つ

い
て
は
、
国
民
議
会
は
、
一
七
九

O
年
五
月
五
日
デ
ク
レ
に
よ
り
、
裁
判
官
は

人
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
を
制
令
し
た
(
河

2
・間宮・・

5
広ニ回以・
N
∞)。

こ
れ
よ
り
先
に
、

-
七
九

O
年
五
月
三
日
デ
ク
レ
に
よ
り
、
裁
判
官
は
聞
を

置
く
こ
と
な
く
再
選
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
制
令
し
て
い
た
(
刀

2
・

間
宮
-
L
E
P・
MM-Nd。
人
民
に
よ
り
選
ば
れ
た
者
は
国
の
印
を
押
し
た
王
の

特
許
状
(
}
呉
可
。
ω
宮
件
。
ロ
Rm)
を
受
け
て
正
式
に
裁
判
官
と
な
る
も
の
で
あ

m
E
H・開品ロ
-
L
Z
P
-
u
-
N
S。
主

は
裁
判
官
の
選
挙
に
同
意
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
(
一
七

九
O
年
五
月
七
日
デ
ク
レ
、

H
N
2・問品目
L
E《凶・・℃

N∞
)
。
?
に
つ
い
て
は
、

っ
た
〈
一
七
九

O
年
五
月
八
日
デ
ク
レ
、

国
民
議
会
は
、
一
七
九

O
年
五
月
八
日
デ
グ

ν
に
よ
り
、
司
法
〈
行
政
〉
職
の

官
員
は
王
に
よ
り
指
名
任
命
さ
れ
、
終
身
官
で
、
汚
職
背
信
(
向
。
ユ
3
2
3
)

に
よ
る
ほ
か
は
罷
免
さ
れ
な
い
と
制
令
し
た
(
岡
山

2
・
な
ロ
-
L
E
P
-
-
u・
N

∞)。

rに
つ
い
て
は
、
国
民
議
会
は
、
一
七
九

O
年
五
月
二
四
日
デ
グ
レ
に
よ
り
、

終
審
の
裁
判
は
破
棄
の
方
途
に
よ
り
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
制

メ入

" し

一
七
九

O
年
五
月
一
一
六
日
デ
ク
レ
に
よ
り
、
破
棄
申
立
を
裁
く
裁
判

官
は
常
設
定
置
で
あ
る
こ
と
を
制
令
し
た

(MN2・
間
宮
・
手
M
L
・-
H

》・
ω
O
)
o

-
七
九

O
年
八
月
一
一
一
日
デ
グ
レ
に
よ
り
、
破
棄
裁
判
所
は
唯
一

さ
ら
に
、

(
己
包
』

E
)
で
常
設
定
置
で
あ
り
、
立
法
府
の
傍
ら
に
あ
る
と
制
令
し
た

(同

2
・開
A
V
E
-
M
E
P
-
v
-
S
)
o
V
に
関
し
て
は
、
国
民
議
会
は
、
一
七
九

O

年
五
月
二
七
日
デ
グ
レ
に
よ
り
、
商
事
事
件
に
つ
き
特
別
の
裁
判
所
が
存
す

べ
き
こ
と
を
制
令
し
た

(
H
N
2
m
Z
-
L
σ
-
P
H
V・
ω。)。

閉山め口ロぬニ開札山口血山口凶]

(
前
掲
)
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
、

一
七
九

O
年
八
月
二
ハ
!
二
四
日
デ
ク
レ

ま
で
の
進
展
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
。

3 

一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日
デ
ク
レ
は
、
い
う
な
れ
ば
、
司
法

(
裁
判
)
組
織
に
関
す
る
こ
の
時
点
で
の
纏
め
で
あ
る
。
司
法
組
織
は
そ
の
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料

後
憲
法
や
法
律
や
デ
ク
レ
に
よ
り
改
正
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
追
跡
す
る

こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
本
稿
の
目
的
の
た
め
に
は
、
こ
の
デ
ク
レ

資

に
よ
り
、
司
法
組
織
の
中
に
仲
裁
人
が
と
り
こ
ま
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
仲

裁
制
度
を
規
制
す
る
法
令
の
そ
の
後
の
進
展
と
仲
裁
の
実
際
と
を
で
き
る
か

ぎ
り
追
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
デ
ク
レ
の
第
一
章
仲
裁
人
裁
判
官
に
つ
い
て
(
ロ

2
』
E
m
g
Rゲ
ナ

可

2
)
六
ケ
条
は
、

国
民
議
会
の
一
七
九

O
年
八
月
一
六
日
(
月
)
の
会
期

に
お
い
て
、

吋
rcc吋
2
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
模
様
を
の
自
己
芯

Z
阻
止
。
ロ
丘
町

O

E

V
向。巳

R
R
C
E
2
g冊
一

の
二
二
九
号
(
一
七
九

O
年
八

月
一
七
日
〉
が
報
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
吋
y
c
z
E同
は
提
案
を
次
の

よ
う
に
説
明
し
た
。

私
は
司
法
組
織
デ
ク
レ
の
最
終
案
を
持
参
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ま

ず
も
っ
て
私
は
追
加
の
数
ケ
条
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
数
ケ

条
の
目
的
は
仲
裁
人
の
純
粋
な
(
吉
見
)
簡
素
な

(
2
5
1
0
)
和
解
的
な

(
宮
口
広
告
。
)
裁
判
(
』
己
主
円
。
)
で
あ
り
ま
す
。
も
し
、
あ
な
た
方
が
、
人

が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仲
裁
を
廃
絶
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
こ
ろ
の
圧
迫

(
間
宮
何
回
)
か
ら
仲
裁
を
解
放
し
な
い
な
ら
ば
、
あ
な
た
方
の
司
法
の
シ
ス

テ
ム
は
落
丁
の
あ
る
恰
好
の
悪
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

裁
判
所
の
裁
判

は
、
そ
れ
な
し
で
済
ま
す
エ
ス
プ
リ
を
有
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
最
後

の
手
段
の
教
済
と
し
て
の
み
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
訴
訟
人

に
想
起
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
も
し
採
択
さ

れ
た
な
ら
ば
、
司
法
組
織
に
関
し
て
あ
な
た
方
が
な
し
た
一
切
の
こ
と
に

先
立
つ
べ
き
、
第
一
章
と
し
て
役
立
つ
べ
き
数
ケ
条
を
提
案
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
右
新
聞
の
右
の
号
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
六
ケ
条
は
ほ
と
ん
ど
論
議

な
く
採
択
さ
れ
た
(
列
企

B
℃
お
田

2
8
品。

F
ロ
nFgypEお巨司・
8
5
0
印・

尽
き
・
司

-AHog。
立
憲
議
会
は
法
律
を
通
す
の
に
は
三
つ
の
読
会
な
通
過
す

る
と
い
う
手
続
形
式
を
と
る
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
の
第
一
章
は
吋
}
W
O
R
え

に

よ
っ
て
一
回
読
ま
れ
た
だ
け
で
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
河
Awn-
間
宮
-
L
Z
?

同
】
・
品
申
ロ

D
片ぬ(印))。一

七
九

O
年
八
月
一
六
|
二
四
日
デ
ク
レ
以

後
の
仲
裁
に
関
す
る
法
令

1 

憲
法
と
仲
裁

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
か
ら
一
人

O
六
年
フ
ラ
ン

ス
民
訴
法
典
に
至
る
ま
で
の
問
に
、
六
つ
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
①

-
七
九
一
年
九
月
三
目
立
憲
君
主
制
憲
法
、
②
一
七
九
三
年
六
月
二
四
日
共

和
制
憲
法
、
③
共
和
三
年
実
月
五
日
(
一
七
九
五
年
八
月
二
二
日
〉
執
政
府

憲
法
、
④
共
和
八
年
霜
月
一
一
二
日
三
七
九
九
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
)
統
領
府
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憲
法
、
⑤
共
和
一

O
年
熱
月
一
六
日
(
一
人

O
二
年
八
月
四
日
)
元
老
院
議

決
、
⑥
共
和
二
一
年
花
月
二
八
日
〈
一
八

O
四
年
五
月
一
八
日
)
元
老
院
議

決
(
第
一
帝
政
憲
法
)
が
そ
れ
で
あ
る
(
い
ず
れ
も
見

RE--
開

Ebs-

牛

g
Z
2
2
L
g
Rみ
F
口
g
l
H
8
0
の
な
か
に
そ
の
全
文
が
見
ら
れ

る
)
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
一
②
ゆ
④
が
仲
裁
に
関
す
る
規
定
を
も
っ
て
い
る
。

①
一
七
九
一
年
憲
法
第
五
章
司
法
権
第
五
条
は
規
定
す
る
。
《
仲
裁
の
道

に
よ
り
、
そ
の
争
訟
を
決
定
的
に
終
結
さ
せ
る
市
民
の
権
利
は
、
立
法
権
の

行
為
に
よ
る
い
か
な
る
攻
撃
を
も
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
》
(
同
2Em--

m
b
ロb
門
田

f
F
r
f
]二
同

y
]
5
H
)
。

@
一
七
九
三
年
憲
法
第
八
六
条
は
《
市
民
が
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
彼
等
の

ブラシス一七九O年仲裁法について

紛
争
を
彼
等
が
選
ぶ
仲
裁
人
に
裁
決
さ
せ
る
権
利
に
は
い
か
な
る
攻
撃
も
加

え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
》
と
規
定
し
、
同
第
八
七
条
は
《
前
条
の
仲
裁

人
の
決
定
は
、
市
民
が
不
服
申
立
す
る
権
利
を
留
保
し
て
い
な
い
と
き
は
、

決
定
的
の
も
の
と
す
る
。
》
と
規
定
し
た
(
河

R-
間
宮
ニ
手
丘
二
日
以
・
お
吋
)
。
な

お

こ
の
憲
法
は
、

公
的
仲
裁
人

2
2
2
E可
g
H
V
E
E
r
ω
)
を
創
設
し

た
。
公
的
仲
裁
人
は
毎
年
(
九
五
条
)
選
挙
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
〈
九

条
)
、
私
的
仲
裁
人
に
よ
っ
て
ま
た
は
平
和
の
裁
判
官

c
c
m
g
号
宮
町
凶
)

に
よ
っ
て
決
定
的
に
終
結
せ
し
め
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
争
訟
を
(
九

二
一
条
)
、
終
審
と
し
て
裁
く
(
九
四
条
三
項
)
も
の
で
あ
っ
た
(
河

2
・
加
古
4

Fσ円
《
凶
・
・

M
M
N
ω

吋)。

③
共
和
三
年
憲
法
第
二
一

O
条
は
《
当
事
者
の
選
択
の
仲
裁
人
に
よ
り
紛

争
を
裁
決
さ
せ
る
権
利
に
攻
撃
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
》
と
規

定
し
、
同
第
一
一
一
一
条
は
《
前
条
の
仲
裁
人
の
決
定
は
、
当
事
者
が
明
示
的

に
留
保
し
た
の
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
上
訴
も
な
く
破
棄
申
立
も

な
い
。
》
と
規
定
し
た
(
岡
山

2
・
間
宮
-
L
E
L
-
-
v
-
S
N
)。
共
和
八
年
風
月
二
七

日
(
一
八

O
O年
三
月
一
八
日
)
法
律
の
第
)
条
は
、
デ
パ
ル
ト
マ
ン
(
県
)

の
民
事
裁
判
所
及
び
刑
事
裁
判
所
並
び
に
違
警
罪
裁
判
所
の
廃
止
を
宣
言
し

た
が
、
こ
れ
と
の
関
連
で
、
同
第
三
条
は
《
市
民
が
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
彼

等
の
選
択
の
仲
裁
人
に
よ
り
彼
等
の
争
訟
を
裁
判
さ
せ
る
権
利
は
損
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
右
仲
裁
人
の
決
定
は
、
明
示
的
に
留
保
さ
れ
て
い
な
い
と
き

は
、
上
訴
を
蒙
る
こ
と
は
な
い
。
》
と
規
定
し
た
(
河
内
円
・
間
宮
4FE--HM-

日一
W

C

)

。
④
共
和
八
年
憲
法
第
五
章
裁
判
所
に
つ
い
て
第
六

O
条
は
、
第
一
項
に
お

い
て
《
各
コ
ミ
ュ

l
ヌ
(
市
町
村
)
の
区
(
月
刊
D
ロ
LuzsgH)
は
一
一
一
年
の

任
期
で
市
民
に
よ
り
直
接
に
選
挙
さ
れ
る
一
名
も
し
く
は
数
名
の
平
和
の
裁

判
官
(
』
己
問
。
《
r
u
m
-
H
)
を
も
っ
。
》
と
規
定
し
、
第
二
項
に
お
い
て
《
彼
等

の
主
た
る
任
務
は
当
事
者
を
招
い
て
調
停
す
る

(Ez--UH)
こ
と
、
不
調

(ロ
o
p
g口の
F
Z
2
5
5
の
場
合
に
は
仲
裁
人
に
裁
判
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
》
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料

と
規
定
し
た
。

以
上
か
ら
、
中
間
法

S
E
I
-
E
R
B
E
E
-
B
)
の
時
期
に
お
い
て
は
、

資

仲
裁
は
(
強
制
仲
裁
を
別
と
し
て
、
後
述
2
(
ロ
)
②
)
憲
法
に
よ
る
庇
護
の

下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
イ
)
①
一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
デ
ク
レ
は
、

ω

コ
ミ
ュ

1
ヌ
と
土
地
所
有
者
の
問
の
、
ゲ
-
o
E
g
g
B
E
Eロ
H
(
コ
ミ
ュ

l
ヌ

の
住
民
が
共
同
の
権
利
を
も
っ
財
産
)
ま
た
は

z
o
g
宮

E
g
o
E
E
H

(
コ
ミ
ュ

l
ヌ
が
所
有
者
で
あ
る
財
産
)
に
係
る
、
骨
2
2
(権
利
と
賦
課
の

2 

強
制
仲
裁

阿
方
を
指
す
か
?
)
、
ロ
g
m
g
(土
地
使
用
)
、
℃
芯
同
町
三
5
5
(特
権
的
請
求

権
?
)
、

封
建
権
力
に
よ
り
奪
わ
れ
た
所
有
権
回
復
の
請
求

S
O
B
S号印

。
ロ
芯
S
E
2
Z
B
E
M仲
間
)
に
つ
い
て
の
一
切
の
訴
訟
(
官
onb凹
)
ま
た
は
そ

の
他
の
ど
ん
な
苦
情
(
み
ロ
U
S
E
S
C
も、

ωコ
ミ
ュ

l
ヌ
と
コ
ミ
ュ

l

ヌ
の
間
の
、
ゲ
F
O
E
S
S
E
E
M
E
H
ま
た
は
宮
内
自
宮
5
5
0
2
2
Hに
係

る
、
所
有
権
ま
た
は
用
益
権
(
宮
〕

O
E回目白ロ
no)
に
つ
い
て
の
一
切
の
訴
訟
、

…
川
コ
ミ
ュ

l
ヌ
が
市
民
に
対
し
て
な
す
、
侵
奪

(56弓
E
oロ
)
、
不
法
分
割

S
R
S
問。ニ
-
E
Z
B
。z
p
x
)、
譲
渡

(口
O
ロロ
omw田
5
ロ)、

開
墾
(
仏
民
ユ
・

円

}Mosgg)、
干
拓

2
2凹b
n
r
o
s
g仲
間
)
を
事
由
と
す
る
訴
え
(
凶
2
-
g
m
)

及
び
一
般
に

E
g
m
g
B
B
E
M
E
H
ま
た
は

E
O
E
官
同
ユ
自
己
巴

E
H
に

係
る
一
切
の
紛
争
、
は
仲
裁
の
道
に
よ
り
解
決
さ
る
べ
き
も
の
と
定
め
た

(列

2
・

ms・・
5
丘二回以
-Nω
印
)
。
こ
れ
は
、
一
七
九
二
年
八
月
二
八
日
(
|
九

月
一
四
日
)
デ
ク
レ
(
岡
山

2
・聞か口二

FE--
℃
-
N
O
G
-か
、
コ
ミ
ュ

1
ヌ
及
び

市
民
が
封
建
諸
候
に
よ
り
纂
奪
さ
れ
て
い
た
所
有
権
及
び
諸
権
利
を
、
こ
れ

ら
の
者
に
回
復
す
る
こ
と
を
定
め
た
こ
と
に
伴
い
、
回
復
に
か
か
る
紛
争
の

解
決
手
段
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
②
共
和
二
年
霧
月
一
二
日
(
一
七
九
三

年
一
一
月
二
日
)
デ
ク
レ
は
、
婚
外
子
に
そ
の
父
母
を
相
続
す
る
こ
と
を
認

め
、
こ
れ
に
伴
い
、
婚
外
子
と
そ
の
父
母
の
直
系
ま
た
は
傍
系
の
相
続
人

(rb司
伊
丹
広
岡
田
)
と
の
聞
に
係
属
中
の
訴
訟
を
す
べ
て
無
き
も
の
と
し
、

法
律
(
こ
の
デ
ク
レ
は
、
自
己
自
身
を

z-
と
呼
ん
で
い
る
〉
の
実
行
に
つ

き
生
ず
べ
き
一
切
の
紛
争
を
仲
裁
人
が
解
決
す
る
も
の
と
定
め
た
(
列

2
・

mA山口
-FrF《】圃同】凶叶
N
)
。

③
共
和
二
年
霜
月
一

O
日
(
一
七
九
三
年
一
一
月

三
O
日
)
デ
ク
レ
は
、
国
の
領
土
が
君
主
制
の
下
で
従
前
に
王
家
の
人
々
ま

た
は
市
民
に
割
譲
さ
れ
て
い
た
の
を
取
り
消
す
旨
を
宣
言
し
、
こ
れ
に
伴
つ

て
起
る
べ
き
国
と
従
前
の
権
利
者
の
問
の
紛
争
を
仲
裁
人
が
裁
判
す
べ
き
こ

と
と
し
た
(
見
2
-
m
E
3
5
E
-
司

-
S印
ロ
0
5
3
)
山
Z
8
5
E
F
-
z
p・

g
B
O
H∞
℃
・
品
∞
叶
山

HLcr
に
〈
由
民

O
B
E凶叶
H
品
目
白
吋
田
口

3
・河
2
・間恥ロ・・

手
町
《
同
二
回
)
ち
H
)

。
④
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
(
一
七
九
四
年
一
月
六
日
)
デ
ク

レ
は
、
贈
与
及
び
相
続
に
つ
き
法
規
制
を
定
め
、
あ
わ
せ
て
、
《
こ
の
デ
ク
レ

の
実
行
に
関
し
生
ず
べ
き
一
切
の
紛
争
は
仲
裁
人
に
よ
り
裁
判
さ
れ
る
も
の
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と
す
る
》
ハ
第
五
四
条
第
一
項
)
と
定
め
、
《
前
一
慌
の
紛
争
を
裁
判
す
る
こ
と

及
び
裁
判
の
た
め
に
現
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
き
に
こ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と

は
、
通
常
裁
判
所
に
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
反
す
る
行
為
は
無
効

と
す
る
。
》
(
第
五
四
条
第
二
項
)
と
定
め
た
(
問

2
・
mhE-L寸
山
内
?
同
y

N
∞ω
)
0

(
ロ
)
①
共
和
四
年
葡
萄
月
=
一
日
(
一
七
九
五
年
九
月
二
五
日
)
デ
ク
レ

1
1
1
こ
れ
は
、
遺
産
分
割
の
平
等
を
狙
っ
た
と
こ
ろ
の
相
続
・
贈
与
に
関
す

る
共
和
二
年
霧
月
五
日
デ
ク
レ
(
剛
山
2
・

tロ
3
F
E
-
-
℃
・
ミ
。
)
及
び
共
和

二
年
雪
月
一
七
日
デ
ク
レ
の
適
用
が
一
七
八
九
年
七
月
一
四
日
に
遡
及
し
て

適
用
さ
れ
た
た
め
に
、
訴
え
提
起
が
頻
発
し
た
の
で
、
ま
ず
、
訴
え
を
停
止
し

(
共
和
三
年
花
月
五
日
目
一
七
九
五
年
四
月
二
四
日
デ
ク
レ
、
剛
山

2
・
m
p
p・

-rE・4
ヲ
ω
N
印
)
、
つ
い
で
、
右
両
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
し
か
効
力
を
有
し

フラソス一七九O年仲裁法について

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
(
共
和
三
年
実
月
九
日
デ
ク
レ
、
河
町
n
-
m
b
p
F
E
-
-

同

v
u
g
g
g
(
N
)
参
照
)
の
を
受
け
て
、
そ
の
経
過
措
置
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
ー
ー
は
、
そ
の
第
一

O
条
に
お
い
て
、
《
本
法
律
の
実
行
に
関
し
生
ず
ベ

き
一
切
の
紛
争
は
可
法
秩
序

(
-
5
三
日
吉
全
n
E
B
)
の
一
般
準
則
に
よ
り

裁
判
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
雪
月
一
七
日
の
法
律
の
第
主
四
、
五
五
及
び
五

六
条
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
》
と
規
定
し
た

(
M
N
2
-
m
b
p
F
E
-
司・

80)。

②
共
和
四
年
風
月
九
日
(
一
七
九
六
年
二
月
二
八
日
〉
法
律

l
l共
和
三
年

実
月
五
日
執
政
府
憲
法
は
、
第
七
六
条
に
お
い
て
《
法
律
の
提
案
は
五
百
人

会
に
専
属
す
る
》
と
定
め
、
第
七
九
条
は
五
百
人
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
提

案
は
決
議
会
段
。
戸
EPOロ
田
)
と
称
ず
る
》
と
定
め
、
第
九
二
条
は
《
五
百
人

会
の
決
議
は
元
老
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
る
と
法
律

csm)
と
称
す
る
》
と
定

め
た
ー
ー
は
、
第
一
条
で
《
憲
法
以
前
の
法
律
に
よ
り
強
制
仲
裁
人
の
管
轄

と
さ
れ
た
事
件
は
通
常
の
裁
判
官
の
前
に
そ
の
解
決
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
も

の
と
す
る
。
》
と
定
め
、
第
二
条
で
《
共
和
四
年
葡
萄
月
一
日
以
後
に
強
制
仲

裁
人
に
よ
り
下
さ
れ
た
判
決
は
第
一
審
と
し
て
下
さ
れ
た
単
純
(
巴
5
1
2
)

の
円
通
常
の
1

筆
者
注
〕
判
決
と
看
倣
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
き
、
本
法
律
の
公

布
の
日
か
ら
数
え
て
三
ヶ
月
の
期
限
内
に
、
上
訴
が
デ
パ
ル
ト
マ
ン
(
県
)

の
民
事
裁
判
所
に
よ
り
受
理
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
》
と
定

こ
の
法
律
は
そ
の
前
文
で
、
強
制
仲

め
た
(
河

2
・由恥ロニ

-EL--
司・

ω
∞印)。

裁
は
憲
法
に
反
し
憲
法
に
よ
り
黙
示
的
に
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
理
解
を
表
示

し
て
い
る
(
向
上
〉
。
③
共
和
四
年
牧
月
一
一
一
日
ハ
一
七
九
六
年
五
月
一
一
一
一
日
〉

法
律
は
、
第
一
条
で
《
共
和
四
年
葡
萄
月
一
日
以
前
に
な
さ
れ
た
強
制
仲
裁

に
対
し
提
起
さ
れ
る
破
棄
の
申
請
は
破
棄
裁
判
所
に
よ
り
常
に
許
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
た
も
の
で
あ
り
か
つ
許
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
》
と
定
め
、
第
二

条
で
《
仲
裁
判
決
に
対
し
破
棄
申
立
を
す
べ
き
理
由
あ
り
と
思
料
す
る
市
民

は
、
こ
れ
を
な
す
べ
き
期
限
を
徒
過
し
て
い
た
と
き
は
、
本
法
律
の
公
布
の

日
か
ら
数
え
て
三
ヶ
月
の
閑
に
、
通
常
の
方
式
を
践
ん
で
申
立
を
す
る
こ
と
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米』

が
で
き
る
。
》
と
定
め
た
(
岡
山
2
・
窓
口
-
L
E
?
℃
・
ω
由
。
)
。
革
命
的
な
諸
法
律

が
あ
ま
り
に
も
愛
好
し
た
仲
裁
裁
判
管
轄
の
痕
跡
を
で
き
る
限
り
払
拭
す
る

資

こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
と
人
は
い
う

C
Cロ
Z
と

ιロ
H
V
m
w
Z
F

手
正
・
・
司
・
叶
品
川
W

)

。
破
棄
申
立
を
し
た
が
こ
れ
を
許
す
法
律
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
不
受
理
と
さ
れ
た
者
も
あ
ら
た
め
て
本
法
に
よ
り
同
一
の
仲
裁
判
決
に

対
し
て
さ
え
も
破
棄
申
立
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
(
h
a
m
-
。

m
R
5
・
2
∞
・
ω
・
口
忠
l
u
両
国
H
U
H
N
)
。
@
共
和
七
年
霧
月
二
八
日
(
一
七

九
八
年
一
一
月
一
八
日
)
法
律
は
、
そ
の
第
一
条
で
《
共
和
国
が
固
有
な
り

と
主
張
し
、
共
和
五
年
霧
月
七
日
の
法
律
に
よ
り
伐
採
が
延
期
さ
れ
て
い
た

森
の
所
有
権
を
コ
ミ
ュ

l
ヌ
に
帰
属
さ
せ
た
仲
裁
判
決
を
、
共
和
国
を
相
手

方
と
し
て
獲
得
し
た
コ
ミ
ュ

l
ヌ
は
、
本
法
律
の
公
布
の
次
の
月
の
問
に
、

当
該
仲
裁
判
決
と
証
拠
書
類
と
を
、
そ
の
デ
パ
ル
ト
マ

γ

(
県
)
の
行
政
府

(包
B
Z
百
円
呉
芯
ロ
〉
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
》
と
定
め
、
第
二
条
で

《
中
央
行
政
府
(
邑
B
5
2
片
岡
田
同
5
5
R
E
S
-
2
1
l
各
県
の
中
央
行
政
府
を

指
す
と
思
わ
れ
る
|
|
筆
者
)
付
き
代
理
者
(
S
B
B
g
田
町
何
回
)
は
、
つ
づ

い
て
、
上
訴
(
回
目
】
同
邑
)
に
よ
り
、
通
常
の
方
式
を
践
み
、
中
央
行
政
府
が
改

廃
さ
れ
(
伽
昨
日
広
守
口
出
品
)
う
べ
き
も
の
と
認
め
る
と
こ
ろ
の
仲
裁
判
決
の

名
宛
人
を
相
手
方
と
し
て
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
》
と
定
め
た
(
月
2
・

m
E
-
L
r
M
L
・
-
℃
・
怠
印
)
。
③
の
法
律
と
同
じ
く
仲
裁
人
に
対
す
る
不
信
か
ら
考

え
つ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
人
は
い
う

C
C
E
E巳
仏
ロ
p
w
F
5
5
正
・
-
M

・

戸
申
)
。
⑤
共
和
六
年
花
月
二
八
日
(
一
七
九
八
年
五
月
一
七
日
)
に
五
百
人
会

が
任
意
仲
裁
の
廃
止
に
ま
で
至
る
決
議
を
し
た
と
い
わ
れ
る

G
・
問
。
σ
R
P

〉
円
Z
R
問
問
。
丘
三
-
2
8
B
B
2
n
E
・
5
A
戸
間
V
・
H
C
)
。
だ
が
、
共
和
七
年

風
月
一
九
日
(
一
七
九
九
年
三
月
九
日
)
に
一
万
老
会
は
こ
の
決
議
を
否
決
し

た

(
ζ
c巳
件
。
ロ
ア
H
E
P
-
g
g
o
N
少
匂
・
合
唱
玄
印
)
。

(
ハ
〉
①
共
和
四
年
風
月
九
日
法
律
は
強
制
仲
裁
を
廃
止
し
た
と
解
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
法
律
は
組
合
(
印
。
巳
合
恥
)
の
事
実
の
強
制
仲
裁
に
は
適
用

さ
れ
ず
、
組
合
の
事
案
は
引
き
続
長
二
六
七
三
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
ー
ー
そ
の

紹
介
は
別
穏
に
譲
る
i
ー
ー
に
よ
る
強
制
仲
裁
に
よ
り
解
決
さ
れ
る

((UEω
・

H
ω
P
5
2
仏
O
円
自
由
・
ω
・
H
a
H
1
〉
ロ
洲
口
同
ω
E
)
0
ま
た
、
強
制
仲
裁
が
廃

止
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
商
事
裁
判
所
が
当
事
者
を
仲
裁
(
報
告
)
人
|
1
1

紛
争
に
つ
き
そ
の
見
解
を
与
え
る
こ
と
を
託
さ
れ
た
仲
裁
人
l
l
に
移
送
す

る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
(
の
Z
・
民
国
C
吋

-
m
口
市
Y
ω
口
密
l

〉
ロ
何
回
目
同
念
品
)
0

②
(
イ
〉
か
ら
(
戸
)
へ
の
急
激
な
変
化
の
原
因
は
な
に
か
。
諸
法
律
に

よ
り
仲
裁
が
過
度
に
拡
大
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
悪
用
(
-
g
白

σ
口
出
)
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る

G
D
Z
E白
7
宮
司
m
g
F
m
S
R
g
-
z
m
b
ロ
A
r
m
-
-
g
s
o
r

居
合
・
同
】
吋
A
U
)
。
ど
ん
な
種
類
の
悪
用
か
の
調
べ
は
ま
だ
つ
い
て
い
な
い
。

仲
裁
人
に
人
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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3 

家
庭
裁
判
所
と
仲
裁

(
イ
)
一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日

法
律
第
一

O
章
(
平
和
の
役
所
及
び
家
庭
裁
判
所
に
つ
い
て
)
は
、
訴
訟
事

件
に
つ
い
て
、
調
停
の
前
置
と
仲
裁
の
裁
判
所
の
設
置
を
意
図
し
た
も
の
で

あ
る
。

ブラシス一七九C年仲裁法について

第
一
二
条
夫
と
妻
、
父
と
子
、
祖
父
と
男
孫
、
兄
弟
ら
と
姉
妹
ら
、
甥

と
伯
叔
父
の
問
に
、
ま
た
は
上
記
の
親
等
の
親
類
守
口
広
ω)
の
間
に
、
同
じ

く
後
見
人
付
き
の
孤
児
と
後
見
人
の
問
に
後
見
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
紛

争
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
事
者
は
親
族

S
R
O
E印
)
を
、
親
族
を
欠
く
と
き

は
友
人
ま
た
は
隣
人
を
仲
裁
人
と
し
て
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
前

で
当
事
者
は
紛
議
を
明
ら
か
に
し
、
仲
裁
人
は
、
当
事
者
の
言
分
を
聴
き
必
要

な
知
識
を
獲
得
し
た
後
、
理
由
を
付
し
た
裁
決
を
下
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

第
二
ニ
条
当
事
者
は
各
自
二
人
の
仲
裁
人
を
指
名
す
る
も
の
と
し
、
当

事
者
の
一
方
が
こ
れ
を
拒
む
と
き
は
、
他
方
は
裁
判
官
に
申
し
出
で
、
裁
判

官
は
右
拒
絶
を
確
認
し
た
後
、
拒
絶
当
事
者
の
た
め
に
職
権
で
仲
裁
人
を
指

名
す
る
も
の
と
す
る
ο

四
人
の
仲
裁
人
が
意
見
に
お
い
て
分
裂
す
る
と
き

は
、
彼
ら
は
可
否
分
裂
を
除
く
目
的
で
一
人
の
居
中
仲
裁
人
(
回
日

-RrxB)

を
選
ぶ
も
の
と
す
る
。

第
一
四
条
仲
裁
裁
決
に
よ
り
害
せ
ら
れ
た
と
思
料
す
る
当
事
者
は
地
方

裁
判
所
に
上
訴
(
若
宮
-
)
に
よ
り
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
は
こ
れ
を

終
審
と
し
て
裁
判
す
る
も
の
と
す
る
。

共
和
三
年
雨
月
一
七
日
(
一
七
九
五
年
二
月
五
日
)
デ
ク
レ
は
、
四
人
の

仲
裁
人
が
第
三
仲
裁
人
の
指
名
に
至
ら
な
い
場
合
に
備
え
る
定
め
を
し
た

(
m
o口

m
bロ・
4
F
E
e
-
ヲ

ω]戸∞)。

第
一
条
家
庭
裁
判
所
を
構
成
す
る
仲
裁
人
が
第
一
一
一
仲
裁
人
の
指
名
に
つ

き
一
致
を
し
な
い
と
き
は
、
彼
ら
は
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
仲
裁
人

の
選
択
に
つ
き
協
議
す
べ
く
当
事
者
を
招
請
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
招
請
が

効
果
を
収
め
な
い
と
き
は
、
当
事
者
を
地
方
裁
判
所
の
長
の
前
に
移
送
す
る

も
の
と
す
る
。

第
二
条
裁
判
所
の
長
は
、
彼
の
前
で
当
事
者
が
一
致
し
な
い
場
合
に

は
、
当
事
者
が
彼
に
提
示
す
る
名
簿
に
も
と
ず
き
第
三
仲
裁
人
を
選
ぶ
も
の

と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
が
各
自
右
の
名
簿
に
あ
る
市
民
の
う
ち
二
人
を
、

忌
避
権
を
行
う
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
忌
避
し
た
後
と
す
る
。

な
お
、
可
否
分
裂
の
場
合
に
居
中
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
は
家
庭
裁
判

所
に
特
有
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

一
七
九

O
年
八
月
一
六
|
二
四
日
法
律
第

章
の
定
め
る
任
意
仲
裁
に
は
適
用
が
な
い
と
さ
れ
た
(
の
曲
目
印
・

E
Z
E
D
ω
。

B
H
H
H・
守
口
同

E
-
皆
目
ν田

Ez--ゲ
-P
司
・
吋
品
吋
ロ
ou∞
|
|
こ
の
判
例
は
し

か
し
、
任
意
仲
裁
に
お
い
て
は
、
仲
裁
付
託
に
そ
の
旨
の
定
め
が
な
い
と
き

は
、
可
否
分
裂
の
場
合
に
、
仲
裁
人
は
第
三
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
旨
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ω=ミ
ロ
由
同
〉
ロ
凶
ロ
ケ
お
)
。
ま
た
、

共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
は
家
庭
裁
判
所
を
成
す
仲
裁
人
の
仲
裁
判
決
に

は
適
用
さ
れ
ず
、

」
れ
に
対
し
て
は
若
宮
で
か
で
き
る
と
さ
れ
た
(
門
U
2・

ω
ω
σ
E
g
m
w
F
5
2
少

ω
-
H
4
2
〉
ロ
リ
ハ
ロ
円
∞
印
)
。

(
ロ
)
共
和
四
年
風
月
九
日
(
一
七
九
六
年
二
月
二
八
日
)
法
律
(

2

(

ロ
)
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料

②
の
法
律
と
は
同
日
で
あ
る
け
れ
ど
も
別
の
法
律
で
あ
る
)
は
、
そ
の
前
文

に
お
い
て
、
共
和
三
年
憲
法
が
定
め
る
新
司
法
制
度
の
な
か
に
家
庭
裁
判
所

資

が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
黙
示
的
に
廃
止
し
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
を
宣
言
し
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

第
一
条
そ
の
裁
判
が
憲
法
以
前
の
諸
法
律
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
の
仲
間
轄

と
さ
れ
て
い
た
事
件
は
通
常
の
裁
判
官
の
前
に
そ
の
解
決
が
求
め
ら
れ
る
べ

き
も
の
と
す
る
。

第
二
条
す
で
に
下
さ
れ
た
、
ま
た
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
ま
で
に
下

す
こ
と
が
で
き
た
家
庭
裁
判
所
の
判
決
は
維
持
さ
れ
る
。
但
し
、
法
律
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
方
式
に
よ
り
、
ま
た
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
、

こ
れ
に
対
し
県
の
民
事
裁
判
所
に
上
訴
(
釦
沼
X
L
)

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4 

各
説
に
つ
い
て

一
七
九

O
年
八
月
一
六
|
二
四
日
法

以
上
が

律
以
後
に
お
け
る
仲
裁
法
の
大
枠
を
定
め
る
諸
法
律
の
変
遷
で
あ
る
。

九

O
年
法
律
に
至
る
ま
で
の
諸
法
令
は
仲
裁
に
は
好
意
的
で
な
か
っ
た
と
い

わ
れ
る

G
Oロ
自
己
仏
E

H

)
岱

E
P
F三
・
七
・
日
記
品
ロ

05)。
そ
れ
が
ど
う
い
う

状
態
で
あ
っ
た
か
の
紹
介
は
別
稿
に
譲
る
。

一
七
九

O
年
法
律
は
仲
裁
へ
の

好
意
を
強
く
表
明
し
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
仲
裁
へ
の
不
信
の
反
動
が
生

じ
た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
以
下
に
お
い
て
各
項
円
ご
と
に
法
令
と
判
例
を

素
材
に
し
て
調
べ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
一
七
八
九
年
七
月
一
四
日
ま
で
の

法
状
態
の
基
盤
と
一
七
九

O
年
法
律
と
の
問
に
は
法
文
化
の
連
続
が
存
す
る

の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
不
連
続
の
面
に
限
を
向
け
る
も
の
で

あ
る
。
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
必
要
は
こ
の
不
連
続
の
面
に
お
い
て
な
か
ん

ず
く
存
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
連
続
の
一
自
に
関
し
て

は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

四

仲
裁
事
件
適
格

1 

任
意
仲
裁

(
イ
)
一
七
九

O
年
八
月
二
ハ

i
二
四
日
法
律
第

条
は
《
私
的
な
利
益
(
町
三
合
雪
印
)
に
つ
き
い
か
な
る
場
合
に
も
い
か
な
る
事

項
に
つ
い
て
も
例
外
な
く
》
仲
裁
を
許
し
た
。
(
ロ
)
判
例
に
よ
れ
ば
、

分
(
-
ぷ

g
Z
E
-
)
な
か
ん
づ
く
婚
姻
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
|
|
公
的
な

利
益
に
か
か
わ
る
事
項
で
あ
る
か
ら
|
|
仲
裁
す
る
こ
と
は
で
き
ず
ち
戸

ヒ

a
-
5
5由
。
自
己
・

ω
ロS
i〉ロ
M

内
同
門
岡
、
民
印
)
、
離
婚
に
つ
い
て
の
仲
裁
付

託
は
無
効
で
あ
る

(
P

日
)
。
初
生
児
が
生
き
て
(
生
活
力
を
具
え
て

H
ぐ

g
r
r〉
生
ま
れ
た
か
否
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
仲
裁
付
託
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
切

EMO--2・

日
岳
町
合
同

-
2
5
2・
ω・
〉
口
出
口
i
H
∞
。
∞
口

NE)。
(
ハ
)
仲
裁
事
件
適
格
な

き
事
項
に
つ
い
て
の
仲
裁
判
決
に

c
a
C
5
2
2
円

2
2
5
2同
(
執
行
認

可
の
命
令
)
を
付
与
す
る
こ
と
は
め
包
含
号
司

2
5町
(
越
権
)
に
該
当

し
、
こ
れ
に
対
し
、
破
棄
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
口
戸
由
主
E
5
2
0
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SE--σ
正
・
)
。
仲
裁
判
決
の
無
効
を
宣
言
し
た
控
訴
院
判
決
も
あ
る

(司

m
ユタ
N
晶

司

-zぐい
h
u
ω
o
m
ロ
]F0
・戸ゲ炉内同・)。

2 

強
制
仲
裁

〈
イ
)
強
制
仲
裁
事
件
適
格
は
強
制
仲
裁
を
定
め
た

法
律
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。

O つ
日心
法け
律と
の r
定山

22 
強義
市j)

z z 
会委
曹是
ミプ め
ーら る
の言主

管菜
(l三は
7lミ

キじ
り九
らコ

三年
き六
も月

の
で
は
な
い
と
の
判
例
が
あ
る
(
わ
同
盟
・
口
問
】

g
E巳
同
ロ
印
・
』
D
E
日
間

-
E

HVと
包

ωLEP--M-
、吋

hH斗
ロ
。
品
N
1
1
1こ
の
判
例
は

ω可
ミ
ロ
S
l〉
ロ
凶
口
に

載
っ
て
い
な
い
)
。

五

仲
裁
付
託

フラ γス一七九O年仲裁法について

1 

能
力
・
権
限

(
イ
)
一
七
九

O
年
法
律
は
仲
裁
付
託
能
力
の
根

拠
を
《
自
己
の
権
利
及
び
自
己
の
訴
権
の
自
由
な
行
使
》
の
能
力
に
見
出
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
第
二
条
参
照
)

0

(

ロ
)
判
例
に
よ
れ
ば
、

未
成
年

者
が
な
し
た
仲
裁
付
託
は
無
効
で
あ
る
(
の
F
N
ω
℃

-
5
5
2
2
5
-
ω
・

見出
VHi〉
ロ
凶
H
H
H
S
N
)。
未
成
年
者
が
親
族
評
議
会
の
許
可
を
得
て
後
見
人

に
付
添
補
佐
さ
れ
て
な
し
た
仲
裁
付
託
も
無
効
で
あ
る
(
の

FAHrz立
正
日

g
H
N
-
ω
-
H叶申
Ht〉ロ
M内問問

HHON印
)
。
未
成
年
者
が
な
し
た
仲
裁
付
託
に
基

づ
く
仲
裁
判
決
に
対
し
て
は
、
無
効
の
訴
え

(C4・
8
1
2
5
2
2
5

志
一
与
し
ま
た
は
取
消
の
訴
え
(
の
=
・
品
問
円
c
n昨年
D
円
山
ロ
ロ
-
H
r正
・
)
を
起
こ

す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
未
成
年
者
の
み
が
こ
の
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が

で
き
、
未
成
年
者
の
相
手
方
当
事
者
は
こ
の
訴
え
を
起
こ
す
適
格
を
有
し
な

い

(
m
z
-
N
H
E
$
2
2
ロ・

ω・
可
申

Hl〉ロ
M
H
H
H
足
。
)
。
(
ハ
)
判
例

に
よ
れ
ば
、
妻
は
、
夫
の
死
後
、
夫
婦
財
産
共
通
制
の
共
通
財
産
か
ら
の
収

益
に
つ
い
て
は
、
有
効
に
仲
裁
付
託
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
白
2
p
ω

古
5
5
0∞
ふ
・
〉
ロ
凶
ロ
7
5
0∞
ロ

8
3。
ウ
ニ
判
例
に
よ
れ
ば
、
不
在
者

の
財
産
管
理
人
と
仲
裁
付
託
に
署
名
し
た
者
は
、
財
産
管
理
人
が
仲
裁
付
託

の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
仲
裁
付
託
の
無
効
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

(mz-
印

0
2
0
r
E
g
g
-
ω
・
〉
ロ
M
H
H
H
1
5
8

同印∞
N
)
。

和
解
す
る
こ
と
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
受
任
者
が
仲

裁
付
託
を
し
た
と
き
、
委
任
者
が
代
理
人
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
許
し
た
こ

と
が
、
委
任
者
か
ら
の
通
信
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
右
仲
裁
付
託
は
有

効
で
あ
る
(
悶

2
・
5
同
雪
岳
山
門
戸
∞
g
-
∞
〉
口
KHHH150∞
同
品
∞
申
)
。
委
任

者
の
破
産
の
後
に
、
受
任
者
が
、
欺
も
う
す
る
こ
と
な
く
、
み
ず
か
ら
破
産

を
知
ら
ず
し
て
、
署
名
し
た
仲
裁
付
託
は
有
効
で
あ
る
ハ
同
上
〉
。

2 

要
件

判
例
を
素
材
と
し
て
観
察
す
る
。
(
イ
〉
当
事
者
聞
に
、

一
方
が
他
方
に
債
務
を
履
行
す
べ
き
期
限
は
い
つ
か
を
裁
判
す
る
た
め
の
仲

裁
付
託
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
点
は
当
該
債
務
を
発
生
さ
せ
る
契
約
の
約
定

北法31(1・297)297



車キ

文
言
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
難
問
題
は
な
い
と
い
う
場

合
に
は
、
右
仲
裁
付
託
は
原
因

(
S
5
0
)
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
無
効
で
あ

資

る
(
吋
E

ユP
品

8
0丹
H∞
OATω
・〉回一
MHHH150∞
口

H
E

こ
の
判
決
の

解
説
は
、

本
件
は
全
く
例
外
的
な
状
況
の
事
件
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
)
。

(
ロ
)
違
約
罰
約
束
の
な
い
仲
裁
付
託
で
あ
っ
て
も
、

仲
裁
判
決
を
な
す
べ

き
期
限
の
定
め
を
し
て
い
な
い
仲
裁
付
託
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
の
み
で

は
無
効
で
は
な
い
(
岡
山

2
・
N
N
Zロ
5
2
2
N
e
ω
-
H叶由
Hl〉
ロ
M

ハロ同市出品昂)。

当
事
者
の
数
だ
け
原
本
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

〈
ハ
〉
仲
裁
付
託
は
、

な
い
。
こ
れ
に
違
背
し
た
と
き
は
仲
裁
付
託
は
無
効
で
あ
る
(
叶

R
5・
HN

5
2
2
L
C円
E

5
・
ω・
〉
ロ
M

ハロ
H
1
5
0∞
ロ

S)。
当
事
者
が
二
一
人
存
す
る

と
き
は
原
本
を
二
一
通
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
二
通
の
作
成
に
止
ま

つ
で
も
、
一
ニ
人
が
債
権
者
・
主
債
務
者
・
連
帯
保
証
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ

れ
に
よ
り
仲
裁
付
託
の
無
効
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
(
吋
5
F
ι

g
b同
5
0少

ω・
〉
ロ
}
内
阿
国
民
謡
ロ

5
H
)。
必
要
な
数
の
原
本
の
欠
倣
に
よ

る
無
効
は
、
当
事
者
が
仲
裁
の
た
め
出
頭
し
応
訴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
癒

さ
れ
る
(
吋
5
F
H
N
B
o
g
-
L
D円
2
5
L
E仏
・
)
。
(
ニ
〉
係
争
当
事
者
の

一
方
が
係
争
の
権
利
を
第
三
者
に
譲
渡
し
な
が
ら
そ
の
旨
を
相
手
方
当
事
者

に
知
ら
し
め
ず
、
相
手
方
と
当
該
権
利
に
関
し
仲
裁
付
託
を
な
し
た
と
き
は
、

こ
の
仲
裁
付
託
は
相
手
方
の
錯
誤
に
よ
り
無
効
で
あ
る

(m2・
品
な
ぐ

2
2

同∞
O∞・

ω・
〉
ロ
リ
〈
口
HlH∞C
∞
同
宮
ω)。

3 

取
消

t土
当
事
者
の

ず
れっ
か↓

ぞ仲

i詳
す託
t主
消伸
す η
局

合問
2 裁
5 半4
61た
すが
な

る
加さ
工れ
~る
Tlミ

;でま

きで

る
(
叶
ロ
ロ

P
ω
問
。

H
g
g
m
]
同ロ

HN-
∞
-
H叶由同
l〉
口
問
口
口
広
島
。
(
戸
)
当

事
者
ら
が
平
和
の
役
所
に
お
い
て
調
停
の
道
を
と
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
り

仲
裁
付
託
を
取
り
消
す
も
の
で
あ
る
(
回

E
H
o
-
-
F
品
問

E
n
t号
円
凶
ロ
ロ
・

∞
-
H吋由同
l〉
口
一
白
ご
H
N
H
4
)
0
(
ハ
)
ソ
シ
エ
テ
(
組
合
)
の
事
件
(
一
六
七

三
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
基
く
仲
裁
事
件
)
に
お
い
て
、
当
事
者
双
方
が
、
商

事
裁
判
所
に
(
一
七
九

O
年
八
月
二
四
日
法
律
第
一
二
章
)
、

そ
の
裁
判
を

終
審
の
も
の
と
し
て
こ
れ
に
服
す
る
旨
を
約
し
て
、
仲
裁
人
の
職
権
に
よ
る

指
名
を
申
し
立
て
た
と
き
は
、
こ
の
合
意
を
当
事
者
の
一
方
が
取
り
消
す
こ

と
は
で
き
な
い

((U2・
区

0
2
0
σ
5
H
g。・
ω・
〉
ロ
M

山口同
lH∞
ο∞
HNmv日
・
原

判
決
た
る
の
o
-
s
m
p
N
N
Sロ
S
Z
E
E
-
ω
・
〉
ロ
リ
ハ
ロ
H
1
5
0∞
ロ

ωω

は

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
〉
。

4 

効
果

商
事
の
組
合

(
E丘
公
恥
)
員
聞
の
組
合
関
係
の
紛
争
は
仲

裁
に
よ
り
裁
判
さ
る
べ
く
、
商
事
裁
判
所
は
管
轄
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
が

(
一
六
七
三
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
)
、

当
事
者
が
商
事
裁
判
所
に
お
い
て
こ
の

管
轄
権
な
き
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
な
く
自
発
的
に
木
案
に
つ
き
訴
訟
を
進

め
た
と
き
は
、
当
事
者
は
仲
裁
人
を
し
て
裁
判
さ
せ
る
権
利
を
放
棄
し
た
も
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の
で
あ
る
か
ら
、
商
事
裁
判
所
は
事
件
を
自
己
の
管
轄
権
に
属
す
る
と
言
う

(
円

2
2
5
こ
と
が
で
き
る

(
m
z
-
N
N
H
7
2
5
E
C門
知
ロ
ロ
・

ω
口市
WHi

〉=リハ同
H
H
∞品川
V
)

。

..... ー-
J、

仲
裁
付
託
さ
れ
た
範
囲

仲
裁
付
託
に
よ
り
仲
裁
人
は
ど
う
い
う
紛
争
に
つ
き
仲
裁
す
る
権
限
を
も

つ
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

1 

管
轄
の
存
否

《
仲
裁
人
は
、

彼
ら
の
前
に
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
き
裁
判
す
る
権
限
が

当
事
者
の
一
人
に
よ
り
争
わ
れ
る
と
き
は
、
彼
ら
が
そ
の
こ
と
に
つ
き
識
別

す
る
権
限
を
も
っ

(
8
5
1広
三
郎
)
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
権
利
を
、
有
壮
』

ブラシス一七九O年仲裁法について

ず、

か
か
る
権
利
は
専
ら
裁
判
所
に
属
す
る
。
》
(
司

R
F
昌

弘

bnogσ

円。

gc∞・

ω・
〉
ロ
凶
口
同
iH∞O
∞

H
H
A
E由・

ソ
シ
エ
テ
の
事
件
で
あ
る
。
問
題
の

当
事
者
は
、
自
分
は
同
時
に
他
の
ソ
シ
エ
テ
の
メ
ム
バ
ー
で
あ
っ
て
、
こ
の

ソ
シ
エ
テ
は
本
件
仲
裁
人
を
指
名
し
て
い
な
い
か
ら
、
自
分
は
こ
れ
ら
仲
裁

人
に
よ
り
仲
裁
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お

(
U
ミ
・
∞
同
ユ
ヨ
巳

S
Eロ
ロ

.ω

口
川
区
l
凶
ロ

H
S印
参
照
)
。

2 

範
囲
の
限
定

「
こ
の
取
引

(
B
R
n
r
e
の
実
行

(-zbgtg)
に
つ
き
難
問
題
が
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
は
二
人
の
共
通
の
友
人
に
ま
か
せ
る
」
と
い
う
条

項
は
こ
の
取
引
の
解
除
(
『
合
ニ
E
C
C
ロ
)
に
つ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
を
含
ま

な
い
(
司

R
F
呂
田
D
タ
足
。
∞
頃

ω・
〉
ロ
同
口
同

lHg∞
口
九
日
品
N
〉。

3 

先
決
問
題

仲
裁
裁
判
所
の
有
効
性
と
構
成
と
に
つ
き
な
さ
れ
た
仲
裁
判
決
は
終
局
判

決
だ
か
ら
こ
れ
に
対
し
本
案
の
裁
判
前
に
上
訴
(
同
℃
宮
-
)
が
で
き
る
と
判

示
し
た
例
が
あ
る

(
{
U
F
N
U
E
S目
印
ロ
品
・
∞
-
H
S
H
i〉
ロ
リ
ハ
ロ
円
台
)
。

4 

関
連
問
題

ハ
イ
)
当
事
者
が
そ
の
聞
に
存
し
た
ソ
シ
エ
テ
を
解
散
し
、

清
算
に
つ
き

生
ず
る
紛
議
を
終
審
的
に
裁
判
さ
せ
る
た
め
に
仲
裁
付
託
を
し
た
と
き
は
、

清
算
の
計
算
書
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
が
他
方
に
一
定
金
額
を
支
払
う
ベ

き
こ
と
と
確
定
し
、
前
者
が
か
か
る
債
務
者
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
支
払
を
拒
絶
す
る
と
き
は
、
か
か
る
支
払
い
の
事
件
の
裁
判
は

右
仲
裁
付
託
に
基
づ
き
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
お

Z-
吋
予
2
5
E
2

5
5
.
ω
・

H
4
2
1〉
ロ
M
H
H
H
S品・

」
の
事
案
に
お
い
て
は
、

民
事
裁
判

所
に
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同
裁
判
所
が
事
件
を
仲
裁
人
に
移
送
し

た
)

0

(

戸
〉
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
贈
与
に
か
か

る
争
い
を
裁
断
す
る
た
め
に
指
名
さ
れ
た
仲
裁
人
は
、
右
法
律
を
実
行
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
紛
争
に
つ
い
て
の
み
裁
判
権
限
を
有
し

(C4・∞
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Ir 
恥「

1
5
-
g
o
s
h
F
ω
・
口

2
l〉ロ
MHH
円
台

W
C〈
-
N
ω
σ
E
B
m
-
5
5
。・

ω・
H
斗
由
H
l
〉ロ
M
口
問
∞
印
)
右
法
律
を
実
行
す
る
こ
と
を
越
え
て
贈
与
を
強
暴

資

に
よ
り
自
由
を
抑
圧
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
取
り
消
す
(
自
ロ
己
0
6

な
ど
の
こ
と
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
ゎ

g
∞
・
ロ

2
ロ同
D
回
開
国
ロ
デ

ω・

口市
W
H
i
〉
ロ
凶
口
同

ω印・

木
件
の
夫
婦
問
贈
与
は
、
先
に
死
ん
だ
者
は
死
亡
時

の
財
産
に
つ
き
残
存
配
偶
者
に
仏

O
B
t
3
3
5え
E
X
を
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
は
、
か
か
る
夫
婦

聞
の
贈
与
は

一
七
八
九
年
七
月
一
四
日
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
夫
婦
の

方
が
死
ん
だ
場
合
に
は
で

5
え

E
x
r
g
D
E
b
に
減
ず
る
こ
と
に
す
る

も
の
で
あ
っ
た
)
。
(
ハ
)
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
が
強
制
仲
裁
事
項
と

し
た
の
は
相
続
財
産
の
分
割
に
係
る
紛
争
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
は
夫
婦
共

通
財
産
の
分
割
に
係
る
紛
争
に
は
適
用
さ
れ
な
い

(わ

mg-
品
問
ユ
B
E円。

田口日・

ω・
ロ
2
1〉ロ
MHH
口
宏
)
。
(
ニ
〉
一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
が

定
め
る
と
こ
ろ
の
コ
ミ
ュ

l
ヌ
を
当
事
者
と
す
る
コ
ミ
ュ

l
ヌ
の
土
地
に
係

る
紛
争
を
裁
断
す
る
仲
裁
人
は
、
係
争
土
地
の
検
認
(
芯
ユ
酌
口
同
片
山
C
ロ
)
を
白

ら
行
な
う
こ
と
は
で
き
ず
、
必
要
あ
る
と
き
は
専
門
家
を
指
名
し
て
さ
せ
る

べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
て
自
ら
検
認
を
行
な
う
こ
と
は
越
権
で
あ

り
、
仲
裁
判
決
の
無
効
を
も
た
ら
す

(
(
U
Z
-
N
Z三
含
巾
自
叶
・

ω
口
白
l

〉ロ
Mハ
ロ
円

HU可
N
一円
UZ-Nω

〈悶ロ
5
8
田
口
∞
-ω
・
5
正
-
u
o∞山門
U
2・
H
2

5
2包
含
円

E
P
ω
・
5
正
・
品
∞
H
)
。

p 
d 

越

権

仲
裁
人
が
付
託
さ
れ
た
事
項
の
範
囲
を
越
え
た
事
項
に
つ
き
仲
裁
判
決
を

す
る
と
越
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
(
イ
)
終
審
と
し
て
な
さ
れ
た
仲
裁
判
決

に
対
し
て
は
上
訴
(
若
宮
-
)
の
道
は
な
く
、
右
仲
裁
判
決
に
越
権
が
あ
る

と
き
は
、
無
効
の
訴
え
の
道
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
無
効
の
訴

え
に
対
す
る
判
決
に
対
し
上
級
裁
判
所
へ
の
上
訴
公
明
者
己
)
は
存
し
な
い

((UZ・
]FN
匂
円
曲
目
江
田
-
担
ロ
]
戸
0・
ω
-
H吋旨
l

〉ロ
MAHHH
∞
品
。
…
。
2
・
UO
但〈江戸

5
2・
ω・
〉
ロ
凶
ロ
7
5
0∞同

NU∞
)
。
(
戸
)
無
効
の
訴
え
の
提
起
は
仲
裁
判

決
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

q
R
F
E
Z司
g
g
r
2
5
g
-

ω・
〉
ロ
M
口
H150∞
ロ

8
3。
(
ハ
〉
仲
裁
人
が
権
限
を
越
え
た
か
否
か
の

問
題
を
当
の
仲
裁
人
の
前
に
持
ち
出
し
て
判
定
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
、
越
権
を
理
由
と
す
る
仲
裁
判
決
無
効
の
訴
え
を
裁
判
所
が
仲
裁
人
に

移
送
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
回
E
H
m
Z
2
4
∞
守
口
n
C
L
O
円
B
H
0・
ω・
口
白

hrロ
リ
ハ
ロ
ロ
宮
)
。

七

仲

裁

人

1 

仲
裁
人
能
力

共
和
三
年
実
月
五
日
憲
法
は
憲
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
職
務

Q
O
R
-
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ィ 9'
) と乙

フ tこ
フ t主
ンフ
スラ
市ン
民ス
資市
格民
をの
有み
しが
な就
いき

者 s
t主る

仲と
予定

ため
りた
え(

な第
い-

Q条
〈、J

‘j 

2
0
広
田
】
田
口
印
・

ω
・
コ
ヨ
1
〉
ロ
リ
門
口
同
斗
ω)。

(
ロ
)
裁
判
官
は
そ
の
見
解
を

自
ら
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
裁
判
の
公
用
語
を
語
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
は
仲
裁
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
ち
=
・

2
0
み
と
田
口
印

日ゲ

F
L
・)。

ワ
“ 

仲
裁
人
の
指
名

強
制
仲
裁
に
よ
り
解
決
す
べ
き
紛
議
が
生
じ
た
と
き
は
当
事
者
は
仲
裁
人

を
指
名
す
べ
く
平
和
の
裁
判
官
の
前
に
出
頭
す
る
(
た
と
え
ば
、
一
七
九
三
年

六
月
一

O
日
法
律
第
五
章
第
六
条
)
。

当
事
者
は
平
和
の
裁
判
官
の
前
で
各

白
同
数
の
各
自
の
仲
裁
人
を
指
名
し
、
こ
の
手
続
は
調
書
に
録
さ
れ
る
(
同

ブラ γス一七九O年仲裁法について

上
第
六
条
、
第
七
条
。
一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日
法
律
第
一

O
章
第

一
三
条
に
お
い
て
は
、
及
び
、
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
第
五
五
条
第
一

項
に
お
い
て
は
、
当
事
者
は
各
自
二
名
の
仲
裁
人
を
指
名
す
る
。
一
七
九
三

年
六
月
一
日
法
律
を
補
充
す
る
と
こ
ろ
の
一
七
九
三
年
一

O
月
二
日
法
律

(
M
N
2
・
m
E
3
F
E
L
-
-
M
V
・
民
臼
)
第
二
条
は
、
当
事
者
の
各
自
の
た
め
の
仲
裁

と
定
め
た
)
。

一
七
九

O

人
の
数
は
一
一
一
の
数
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

年
八
月
一
六
|
二
四
日
法
律
の
定
め
る
親
族
問
事
件
に
お
い
て
、
当
事
者
の

一
方
が
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
を
拒
む
と
き
は
、
他
方
は
裁
判
官
に
出
向

く
こ
と
が
で
き
、
裁
判
官
は
指
否
を
確
定
し
た
後
、
拒
否
当
事
者
の
た
め
に

職
権
で
仲
裁
人
を
指
名
す
る
(
第
一
一
一
一
条
)
。

一
七
九
三
年
六
月
一

O
R法

律
の
仲
裁
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
一
方
が
自
発
的
に
出
頭
し
て
こ
な
い
と

き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
出
頭
す
る
よ
う
催
告
さ
れ
る
(
一
七
九
三
年
六
月

催
告
の
期
限
が
切
れ
て
な
お
当
事
者
が
出
頭
し
な

一
O
日
法
律
第
九
条
)
。

い
と
き
は
、
平
和
の
裁
判
官
は
、
職
権
で
、
不
出
頭
(
で
仲
裁
人
の
指
名
を

し
な
い
)
当
事
者
の
た
め
に
、
仲
裁
人
を
指
名
す
る
(
一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
第
一

O
条
。
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
第
五
五
条
第
二
項
に
お

い
て
は

期
限
切
れ
の
日
か
ら
八
日
の
期
間
の
後
に
職
権
で
指
名
す
る
)
。

(
イ
)
仲
裁
人
指
名
の
た
め
に
出
頭
す
べ
き
時
刻
の
到
来
前
に
は
職
権
に
よ

る
指
名
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
(
U
2

・
民
間
》

-5-908J?ω
・
ロ
由

T

〉ロ
M
内

H

H

H

H
出
印
・

一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
の
事
案
)
。

こ
れ
に
違
反

し
て
職
権
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
仲
裁
人
の
仲
裁
判
決
は
無
効
で
あ
る
(
同

上
)
。
(
ロ
)
一
七
八
九
年
七
月
一
四
日
以
前
に
起
こ
っ
た
相
続
に
関
す
る
紛

争
に
つ
い
て
は
、
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
の
強
制
仲
裁
は
適
用
が
な
く
、

し
た
が
っ
て
平
和
の
裁
判
官
の
職
権
に
よ
る
仲
裁
人
の
指
名
も
あ
り
え
な
い

((リ出回目・

ι
1
E
i
o
ω
市
白
ロ
ω

・
ω
-
H
吋
申
H
l
〉
ロ
リ
ハ
回
目
円
台
)
。
誤
っ
て
職
権
で
仲

裁
人
が
指
名
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
仲
裁
人
と
当
事
者
が
指
名
し
た
仲
裁
人
と
か

ら
成
る
仲
裁
人
ら
の
前
に
他
方
当
事
者
が
自
発
的
に
出
頭
し
審
理
に
応
じ
て
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料

も

」
の
こ
と
は
仲
裁
裁
判
所
の
承
認
を
含
む
も
の
で
は
な
い

(
同
上
)
。

(
ハ
〉
当
事
者
の
一
方
が
指
名
し
た
仲
裁
人
を
当
事
者
の
他
方
の
た
め
に
職

資

権
で
指
名
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
名
は
無
効
で
あ
る
(
口
戸
民
主
自
民
日

白
ロ
日
ア

ω・
口
白
1〉ロリハ
H
H
H
E
0・

一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
の
事

案
〉
0

(

ニ
)
仲
裁
人
を
指
名
し
な
い
当
事
者
に
〔
指
名
す
る
よ
う
U

催
告
を

す
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
た
職
権
に
よ
る
指
名
は
無
効
で
あ
る
(
わ

2
・
見

問。同

B
E
m
F
S
少

ω
-
H吋由
H1〉
ロ
凶
口
同
吋
N'
一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法

律
の
事
案
)
。
(
ホ
)
平
和
の
裁
判
官
が
職
権
で
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と

は
、
当
事
者
の
一
方
の
欠
席
に
お
い
て
な
さ
れ
る
準
備
的
裁
判

C
E
問。
5
3
H

同肖

S
m
g
g片
足
)
で
あ
る
か
ら
、

欠
席
当
事
者
に
こ
れ
を
通
知
(
ロ
2
5
2
)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
ロ
タ
叶
ゲ

E
B
E
Z
田口

5
・
ω・
〉
ロ
vh
口
出
。
∞
同

主
)
。
こ
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
異
議
(
o
-
v
H》

S
E
Cロ
)
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る

((UZ-H叶
問
。

H
B
E巳
ωロ印・

ω・
口
白

lu内
HHH
吋日)。

3 

仲
裁
人
の
職
務
不
執
行

当
事
者
が
指
名
し
た
仲
裁
人
が
仲
裁
事
務
を
悌
怠
す
る
と
き
は
相
手
方
当

事
者
は
他
の
仲
裁
人
を
職
候
で
指
名
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る

((VZ・
印
芯
2
-
m
H
H∞
8
・
ω・
〉
ロ
凶
口

H
H∞O
∞

HNHN・
一
七
九
一
一
一
年
六

月
一

O
日
法
律
の
事
案
)
。
(
イ
〉
右
の
職
権
に
よ
る
指
名
は
、
陣
怠
仲
裁
人
に

職
務
を
執
り
行
な
う
こ
と
を
催
告
し
付
遅
滞
に
し
た
後
で
な
け
れ
ば
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
は
、
職
権
指
名
の
仲
裁
人
を
加
え
て

な
し
た
仲
裁
判
決
は
破
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
名
古
-
-
z
r
E自
包
括
自

由岨

ω-H叶由
Hlk戸口
U内
HHHω
叶申

w(UH〈
・
印
同
b
Z
M
2
H∞C
少

ω・
〉
ロ
凶
口
同
I
5
0∞

HNHN)。
(
ロ
)
当
事
者
の
間
で
、
最
初
に
指
名
し
た
仲
裁
人
が
仲
裁
判
決
に

関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
紛
議
は
仲
裁
人
に
よ
り
裁
判
さ
れ
る

も
の
と
す
る
と
の
取
極
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
は
補
充
仲
裁
人
の
指
名

に
協
力
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い

(
F
E
m
-
-
F
H
E
r
2
5
E
2

E
H
N
.
ω
・
H吋
旨
〉
口
同
ロ
ロ

Nロ・

任
意
仲
裁
の
事
案
で
あ
る
)
。

4 

仲
裁
人
の
忌
避
等

〈
イ
)
一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
を
補
充
す
る
と
こ
ろ
の
一
七
九
三

年
一

O
月
二
日
法
律
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
た
。

《
第
凶
条
コ
ミ
ュ

l
ヌ
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
仲
裁
人
に
か
か
る
忌
避
の

原
因
は
下
記
の
二
に
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

γ
仲
裁
人
が
現
に
コ
ミ
ュ

1
1

の
相
手
方
と
訴
訟
を
し
て
い
る
場
合
、

γ
仲
裁
人
が
訴
え
て
い
る
コ
ミ
ュ

l

ヌ
の
住
民
で
あ
る
場
合
ま
た
は
類
似
の
紛
争
を
も
っ
そ
の
他
の
コ
ミ
ュ

l
ヌ

の
住
民
で
あ
る
場
合
。

第
五
条
土
地
保
持
者
の
仲
裁
人
に
関
し
て
は
、
忌
避
で
き
る
場
合
と
い

う
の
は
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
同
じ
。

第
六
条
忌
避
の
理
由
は
個
別
に
十
五
日
の
期
間
内
に
提
出
す
べ
き
も
の

と
し
、
八
日
の
後
に
、
財
産
の
大
部
分
が
存
す
る
州
の
平
和
の
役
所
に
よ

り
、
裁
判
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
》
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(
ロ
〉
共
和
四
年
葡
萄
月
一
一
一
一
一
日
法
律
は
一
定
の
場
合
に
つ
き
裁
判
官
を

理
由
を
示
す
こ
と
な
く
忌
避
す
る
こ
と
を
認
め
、

」
れ
を
忌
E
S
Z
Dロ

日
】
恥
『
ぬ
ヨ

-ug-5(断
周
忌
避
)
と
称
し
た
(
同
州
市
ロ
・
な
ロ
-
L
E仏
-
-
H
a申
lH∞
84

H
V

・
84)。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
仲
裁
人
に
は
適
用
さ
れ
な
い
(
切

E
H己
-2・

5
§
2
5
E
2
2
5
ω
・
ロ
由
Hl〉
口
出
回
口

NHH)。
(
ハ
)
仲
裁
人
も
、

裁
判
官
と
同
様
に
、
付
託
を
受
け
た
事
件
に
つ
き
す
で
に
当
事
者
に
助
言
を

与
え
て
い
た
と
き
は
、
忌
避
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
(
四
CC同
問
。

P
出回
M

円曲目ユ回目

g
m
y
ω
・
見
出
Hl〉
口
×
ロ
ロ
N
叶)。

(
ニ
)
仲
裁
人
が
仲
裁
付
託
を
受
け
た
紛
争
に
つ
き
当
事
者
の
一
方
か
ら

他
方
を
調
停
に
呼
び
出
す
権
限
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
を
受
諾
し
た
と
き
は
、
仲

裁
人
は
職
務
を
放
棄
し
た
も
の
(
自
伝
吉
ユ

2
回
避
と
訳
す
べ
き
か
は
目

ブラシス~七九C年仲裁法について

下
検
討
中
)
と
み
な
さ
れ
る

(
F
C
M己
-
z
L
r己
nzι0『
E
H
N
-
ω
-
H
4
U
H
1

〉
ロ
凶
ロ
ロ

NH叶
)
。
調
停
す
る
こ
と
は
仲
裁
す
る
こ
と
と
両
立
せ
ず
、
調
停

す
る
こ
と
は
仲
裁
す
る
資
格
を
と
り
去
る
こ
と
で
あ
る
(
同
上
)
。

5 

仲
裁
人
の
辞
任
・
解
任

〈
イ
〉
仲
毅
人
の
辞
任
(
弘
吉
岡

~EOロ
)
が
受
諾
さ
れ
た
と
き
は
、
残
余
の

仲
裁
人
で
も
っ
て
終
局
仲
裁
判
決
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
違
反
す

れ
ば
、
越
権
が
存
す
る

(C4・
ω
ヨ
o
S
L
C『

g
u・
∞
-
H吋
也

Hl〉
ロ
阿
国
同

品∞
N
・

一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
の
事
案
)
。
(
ロ
)
仲
裁
人
の
解
任
は
信

品
五
百

(

F

W
同

H
2
5山
部
守
内
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

(
{
U
』
ぐ

-
N
U

同

L
5
5自

B
H
N
-

∞-
H吋
由

Hl〉ロ
M
内

H
H
H
S
ω
・

任
意
仲
裁
の
事
案
で
あ

る
)

0

(

ハ
)
ソ
シ
エ
テ
の
事
件
(
一
六
七
三
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
章
)
に

お
け
る
強
制
仲
裁
人
は
、
裁
判
す
る
権
限
を
、
当
事
者
の
意
思
か
ら
よ
り
も

法
律
の
権
威
か
ら
受
け
る
も
の
で
、
任
意
仲
裁
人
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
り
、
任
意
仲
裁
人
と
同
じ
よ
う
に
は
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(わ

2
・
5
『

2
2三
2

2
∞・

ω・
口
S
i〉
ロ
阿
国
同

ω
E
)。
(
ニ
)
仲
裁
判

決
は
、
そ
の
宣
告
の
時
、
そ
の
日
附
、
そ
れ
に
仲
裁
人
が
署
名
し
た
日
、
が

解
任
の
日
の
後
で
あ
る
と
き
は
、
起
草
の
日
が
そ
れ
以
前
の
日
で
あ
っ
て

も
、
無
効
で
あ
る

(mZ・
ロ

B
R
ω
H
g少

ω・
〉
戸
田
口
1
H
g∞同

N
E
-

一
七
九

O
年
八
月
二
四
日
法
律
の
も
と
で
の
任
意
仲
裁
の
事
案
で
あ
る
〉
。

八

仲

裁

手

続

1 

一
七
九
三
年
六
月
一

O
B法
律
第
五
章
に
次
の
よ
う
な
定
め
が
あ

る。
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《
第
一
二
条
当
事
者
は
、
一
ヶ
月
の
期
間
内
に
、
彼
ら
の
諸
証
書
(
巴
可
ゆ
る

及
び
意
見
書

(
S
F
B
S
Bる
を
仲
裁
人
の
手
の
中
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
仲
裁
人
は
こ
の
提
出
の
二
ヶ
月
後
に
は
仲
裁
判
決
を
下
し
終
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



料

第
二
二
条
検
認
会
合
広

g片山
C
る
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に

は
、
仲
裁
人
は
そ
の
手
続
を
進
め
る
た
め
に
専
門
家
(
開
巾
虫
色
冊
目
が
ユ
)
を

指
名
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
四
条
検
認
の
た
め
に
指
名
さ
れ
た
鑑
定
人
公
凶
円
高
三
ω)

は
、
当
事

者
立
合
い
の
下
で
ま
た
は
当
事
者
を
正
規
に
呼
び
出
し
た
う
え
で
、
検
認
の

手
続
を
進
め
、
手
続
に
つ
き
調
書
を
作
り
、
調
書
に
は
仲
裁
人
及
び
当
事
者

が
署
名
を
す
る
も
の
と
す
る
。
署
名
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
き
は
そ
の
旨

が
記
載
さ
れ
る
。
》

共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
第
五
六
条
に
は
、
《
審
理
は
簡
易
の
も
の
と

す
る
。
仲
裁
人
の
判
決
は
上
訴
を
蒙
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
》
と
あ
り
、

れ
が
審
恕
手
続
に
関
す
る
唯
一
の
規
定
で
あ
る
。

資

2 

(
イ
〉
仲
裁
人
が

諸
証
書
及
び
意
見
書
を
三
日
の
期
間
内
に
提
出

す
る
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
か
か
る
裁
判
は
一
七
九
三
年
六
万
一

O
B法

律
第
五
章
第
一
二
条
を
破
る
も
の
で
あ
る

(ng由
・
印
阻
止

B
-
E
-
B
印・

ω・

ロ2
1〉
ロ
凶
H

H

H

叶N
)
。
(
ロ
)
不
出
頭
当
事
者
は
、
平
和
の
裁
判
官
が
メ
モ

を
交
付
し
て
出
頭
す
る
よ
う
催
告
す
る
(
一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
第

九
条
)
。
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
は
、
仲
裁
判
決
は
無
効
で
あ
る

(
M
C
o
g
・
ω

』

c
-
-
-
o
H
H

∞]FCW
し
『

D
E
司
ロ
曲
目
仏
口
同
》
H
w
-
m
F
F
日

-MF《

y
u・叶品閉山口。印
H
)
。

3 

仲
裁
付
託
に
期
限
の
定
め
が
な
い
と
き
は
(
一
七
九

O
年
八
月
二
ハ

!
二
四
日
法
律
第
三
条
)
、

仲
裁
人
に
訴
訟
書
類
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、

仲
裁
審
会

2
E
m仲
卸
口
円
。

ω
R
E同
E-oω)
は、

仲
裁
人
が
な
に
も
し
な
い
と

き
で
も
、
消
滅
時
効
に
躍
る
も
の
で
は
な
い

(
Z同
S
F
民
守
宮
お
2
・
ω・

〉
ロ
凶
口
同

1Hg∞ロ
ω色)。

九

第
三
仲
裁
人

1 

法

律

(
イ
〉
一
七
九

O
年
八
月
一
六
|
二
四
日
法
律
第
一

O
章
に
お
け
る
親
族

問
事
件
の
仲
裁
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

加

、ー

第
一
三
条
第
二
文
《
四
名
の
仲
裁
人
が
見
解
の
分
裂
を
見
た
場
合
に
は
、

彼
ら
は
こ
の
可
否
分
裂
を
無
く
す
る
た
め
に
一
人
の
居
中
調
停
人
(
由
民
自

主
玄
可
。
)
を
選
ぶ
も
の
と
す
る
。
》

(
ロ
)
一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
第
五
章
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
が

あ
る
。《

第
一
五
条
仲
裁
人
間
の
可
否
分
裂
の
場
令
に
は
、
そ
の
旨
調
書
に
認

た
め
、
仲
裁
人
こ
れ
に
署
名
し
、
こ
れ
を
仲
裁
人
が
財
産
の
大
部
分
が
存
す

る
州
(
口
同
ロ

g
ロ
)
の
平
和
の
役
所
に
直
ち
に
伝
達
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
ハ
条
平
和
の
役
所
は
そ
の
面
前
に
出
頭
す
る
よ
う
当
事
者
双
方
を

呼
び
出
し
、
第
三
仲
裁
人
の
指
名
の
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
七
条
第
三
仲
裁
人
は
定
め
ら
れ
た
日
に
平
和
の
役
所
に
よ
り
多
数

決
に
て
指
名
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
指
名
に
つ
い
て
は
調
書
が
認
た
め
ら

れ
、
当
事
者
が
こ
れ
に
署
名
す
る
も
の
と
す
る
。
当
事
者
が
署
名
す
る
こ
と

を
知
ら
な
い
と
き
は
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
る
。
》
〔
第
一
八
条
及
び
第
一
九
条
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は
略
す
る
U

(
ハ
)
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
は
第
五
五
条
第
三
項
に
お
い
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

《
第
五
五
条
第
三
項
仲
裁
人
の
見
解
の
間
に
分
裂
が
存
す
る
場
合
に
は
、

第
三
者
は
前
項
の
裁
判
官
に
よ
り
指
名
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
》

2 

可
否
分
裂

Q
R
S開
伶
)

指
名守
す)
る H

買達
誕生
文?
のド
h 
条し

事そ
μ ミ t主
仲

詳可
託壱

2裂
にの

存場
しi'f
なに
いは
か第
ぎ三
り仲
、裁

第人
三を

仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(ng凹・

E

Z
ロS
E

E

ω

・
ω
・

同吋叩
H
l
u
内H
H
H
h
お
)
。
(
ロ
)
可
否
分
裂
が
調
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
不

ブラシス一七九O年仲裁法について

可
欠
の
も
の
で
は
な
く
、
仲
裁
人
の
意
見
書
を
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
そ
の
抵
触

が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
足
り
る
(
吋
ロ
ユ
P
ロ
守
口
己

2
5
8・
ω・

〉
ロ
凶
ロ
H
i
g
o
∞
ロ
H
C
由)。

3 

第
三
仲
裁
人
の
指
名

(
イ
)
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
に
よ
る
仲
裁
に
お
い
て
は
、

第

{中

裁
人
の
指
名
は
平
和
の
裁
判
官
に
よ
る
べ
き
で
、
仲
裁
人
み
ず
か
ら
が
指
名

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
(
U
2

・
口
同
】

g
目
立
と
き
品
・

ω・
口
白
l
u
内
口
回
目
。
u

。
凶
器
-

M
∞
B
O
B
-
L
C円

ωロ
h
F
ω

・
ロ

Siu内
口
同
忠
)

0

(

ロ
)

一
七
九
三
年

六
月
一

O
日
法
律
に
よ
る
仲
裁
に
お
い
て
は
、
第
三
仲
裁
人
の
指
名
は
平
和

の
役
所
が
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
平
和
の
裁
判
官
だ
け
が
単
独
で
な
す

こ
と
は
で
き
ず
、
平
和
の
裁
判
官
だ
け
が
単
独
で
指
名
し
た
第
三
仲
裁
人
が

関
与
し
た
仲
裁
判
決
は
無
効
で
あ
る
(
ロ
ヲ

M
E
手
話
自
日
戸

ω・
可
申
H
l

u
内
ロ
同
区
叶
)
。
(
ハ
)
一
七
九
=
一
年
六
月
一

O
日
法
律
に
よ
る
第
三
仲
裁
人
の

指
名
は
、
関
係
当
事
者
欠
席
の
場
合
に
は
、
関
係
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
呼

出
し
を
受
け
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
違
反
し
て
指
名
さ
れ
た
第
三
仲
裁
人
が
関
与
し
た
終
局
仲
裁

判
決
は
無
効
で
あ
る
(
の
芝
-
N
∞
ロ
2
0
8
8
∞
二
凶
・
口
白
l

M
ロ
H

N
宮)。

4 

第
三
仲
裁
人
の
忌
避
等

(
イ
)
事
案
に
つ
き
当
事
者
の
一
方
の
助
言
者
で
あ
っ
た
も
の
は
当
該
事

案
に
つ
き
第
三
強
制
仲
裁
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
わ

Z
-
5
r
E
-

S
B
F
H
何
回
ロ
少

ω.
ロ
2
1〉
ロ
凶
口
同
∞
品
)
。
(
ロ
)
一
七
九
三
年
一

O
月
二
日

法
律
(
七
4
〈
イ
)
)
の
下
で
は
、
一
五
日
の
期
間
内
は
忌
避
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
こ
の
期
聞
が
徒
適
さ
れ
る
ま
で
は
仲
裁
裁
判
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
(
同
上
)
。
(
ハ
)
一
六
七
三
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
規
定
に
も
と

づ
き
、
当
事
者
た
る
組
合
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
裁
人
の
聞
に
見
解
の
分
裂
が

あ
る
た
め
に
商
事
裁
判
所
が
第
三
仲
裁
人
を
指
名
し
た
と
き
は
、
こ
の
第
三

仲
裁
人
に
断
固
忌
避
(
七
4

(
ロ
)
〉
の
法
律
は
適
用
さ
れ
な
い

(
H
N
2
・
ロ

問
。
自
己
E
-
E
H
N
-
ω
-
H
叶
由
同
〉
ロ
M

内H
H
H

申印。)。
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料

5 

第
三
仲
裁
人
の
仲
裁
判
決

(
イ
〉
国
民
議
会
は
、

第
三
仲
裁
人
が
相
股
触
す
る
見
解
に
つ
き
第
三
仲

資

裁
人
の
み
で
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
生
じ
た
難
問
題

に
関
し
て
、
立
法
委
員
会
の
報
告
を
徴
し
た
後
、
い
か
な
る
法
律
も
、
第
三

仲
裁
人
を
、
自
身
の
み
で
、
見
解
が
分
れ
た
仲
裁
人
の
協
働
な
し
に
、
裁
判

す
る
こ
と
を
許
し
て
い
な
い
、
と
議
決
し
た
(
共
和
三
年
熱
月
二
八
日
日
一

七
九
五
年
八
月
一
五
日
、
同
州

2
-
m
bロニ
-rF仏-
-
H
U

・
8
3
0
(
ロ
)
す
で
に
、
第

三
仲
裁
人
は
他
の
仲
裁
人
と
集
合
し
評
議
し
そ
こ
で
自
己
の
見
解
を
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
(
の
曲
目
的
・

5

2
ロ仏
b
B
E
B
田口

ω・
ω

共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律
の
事
案
で
あ
る
)
。
(
ハ
)

ロ申
H

M

内
出
回

ω印・

共
和
三
年
熱
月
二
八
日
法
律
は
、

一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日
法
律
第

一
O
章
に
定
め
る
親
族
同
事
件
仲
裁
の
第
三
仲
裁
人
に
適
用
が
あ
る
(
わ
2
・

-
2
σ
E
B包
見
出
口

ATω
・
可
申
H1MHHH
仏
印
山
わ
2
・
民
間
2
5
5巳

g

少
∞
-
H吋
2
1
U内
HHH
お
u
n
z・
己
主
5
5
Z
2
5・
ω・
可
申
H
V内
口
同

印∞∞
)
o
T一
)
共
和
一
一
一
年
熱
月
二
八
日
法
律
は
、
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律

に
定
め
る
事
件
の
仲
裁
の
第
三
仲
裁
人
に
適
用
か
あ
る
(
の
Z
・

5
r弘
主

2M
品・

ω
H叶坦
Hlυ
内
出
目
印
。

u
(
U
Z・
民
間
2
3巳
円
。
釦
ロ

AFω
・
可
申
Hl

M

山
口
同
怠
)
。
第
二
一
仲
裁
人
が
自
分
だ
け
で
下
し
た
仲
裁
判
決
は
無
効
で
あ
る

(ゎ
2
・
5
r
F
E巳
z
m
z
ι
.
F
r
E
)。

(
ホ
)
共
和
コ
一
年
熱
月
二
八
日
法
律

t土

一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
の
定
め
る
事
件
の
仲
裁
の
第
三
仲
裁
人

に
適
用
が
あ
る
(
わ
問
問
団
・
酌
」
『
g
L
b
B
E
5
8
叩

.ω
・
H
4
2
1〉
ロ
凶
口
同

包
山
口
〈
・
叶
出
DHb同
日
目
ロ
印
・

ω
-
H吋山由
HtMHHH
吋
ω
山門
U
Z・
品
開
合
同
日
昨
日
目

mw
ロ
少

ω・
見
出
l
u
内
口
同
戸
山
口
〈
-
H
U
同V-E-D82
∞・

ω・
ロ
2
1

M
H
H
H
N
S
W
(
U
Z・
品
開
2
5
Fロ
巳
白
ロ
∞
-
ω
-
H吋由
H
U内
H
H
H
U
H
N
山
n
z・

E
同町ロロ己
L
C
円
g
p
ω
・
見
出
H
l
u
山
口
同
日
N
O
)
。
(
へ
)
第
三
仲
裁
人
と
二
人

の
仲
裁
人
と
が
在
席
協
議
し
た
が
、
二
人
の
仲
裁
人
中
の
一
人
が
第
三
仲
裁

人
と
見
解
に
お
い
て
一
致
し
た
と
き
は
、
他
の
仲
裁
人
が
こ
の
一
致
し
た
仲

裁
判
決
に
署
名
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
も
、
仲
裁
判
決
は
成
立
す
る
(
斗

E
F

H
H
]自
己
2
5
2・
ω・
〉
ロ
凶
口
HlH∞
g
ロ

5
3
0
(ト
)
第
三
仲
裁
人
は

仲
裁
判
決
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
欠
く
仲
裁
判
決
は
無
効

で
あ
る

9
2
2・
見
広
三
-
2
H
g∞
-ω
・
〉
ロ
凶
口
HiHg∞
ロ

ωhS)。

O 

仲

裁

判

決

仲
裁
人
の
裁
判
は
、
あ
る
い
は
吉
宮
B
g同
と
よ
ば
れ
、
あ
る
い
は
目
ロ
・

E
D
2
と
よ
ば
れ
、
あ
る
い
は

L
b
n
E
Dロ
と
よ
J

ば
れ
る
。

1 

仲
裁
判
決
の
成
立

(
イ
)
仲
裁
人
の
全
部
の
者
の
協
働
に
よ
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、

一
部
の
者

の
み
に
よ
る
仲
裁
判
決
は
無
効
で
あ
る
(
わ
2
・
見
聞
2
5
5
s
-
g
少

ω・
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ロ
2
1
K
戸
口
以
H
H
H
吋
N
U
C
戸
混
同
ユ
B
m
-
5
8
吋
・
ω
・
ロ
S
I
M
内
H
H
H
H
品
。
・

い
ず
れ
も
一
七
九
三
年
六
月
一
O
B
法
律
の
事
案
)
。
(
ロ
)
仲
裁
判
決
に
仲

裁
人
の
一
部
の
者
の
署
名
を
欠
く
と
き
で
も
、
そ
の
者
が
仲
裁
判
決
に
協
働

し
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
き
は
、
仲
裁
判
決
は
成
立
し
無
効
で
は
な
い

(
門

U
Z
・
∞
〈
O
E凶
h
M
g
E
=
o
m
ロ
∞
・
ω
-
H
叶
由
H
t
M
H
H
H
N
印
〔
)
U
。
=
・
N
H
H
7
2
・

ヨ山
L
O円

g
m
y
ω
-
H
叶
申
H
I
M
口
H
8
3
0
(
ハ
)
仲
裁
人
の
一
部
の
者
の
署

名
を
欠
く
仲
裁
判
決
は
効
力
を
有
し
な
い
(
一
七
九
三
年
六
月
一
O
日
法
律

の
事
業
に
つ
い
て
、
〔
U
2
・
ロ
g
E
b
S
E
2
2
5噌

ω
-
H
叶
2
1
M
内
口
同

印

ω
品・

任
意
仲
裁
事
案
ハ
?
)
に
つ
い
て
、

同
N
o
s
-
5
2
ロ
《
広
自
広
戸
吋
合
同
ロ

E
-
ω
・
〉
口
一
M
H
H
H
l
H
∞
富
岡
広
品
)
。
(
一
一
)
仲
裁
判
決
に
日
附
が
添
え
ら
れ
て

い
る
と
き
は
そ
の
日
附
が
真
の
日
附
で
あ
る

(
河
内
』
・
]
2
ロ
Z
P
E
ω
ロ
タ

プランスー七九O年仲裁法について

ω
・
口
2
1
M
口
同
品
。
ω
山
河
2
・
同
印
同
v
m
H
S
E
D
司
自
己
・
ω
・
口
申

γ×
口
同

∞
令
)
。
〈
ホ
〉
仲
裁
判
決
は
当
事
者
に
読
み
閉
山
か
せ
て
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
は
当
事
者
を
正
規
に
呼
び
出
し
た
う
え
で
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
わ
2
・
吋
σ
E
5
3
5
ω
ロ
5
・
ω
・
〉
ロ
凶
口
同
l
H
∞
。
∞
H
5
・

七
九

年
六
月
一
O
日
法
律
の
事
案
)
。

』
れ
に
違
反
し
た
と
き
は
破
棄
申
立
を
な

し
う
る
(
同
上
)
。

し
か
し
無
効
で
は
な
い
(
H
V
R
F
尽
〕
ロ
5
H
∞
E
-
ω
・

〉
ロ
凶
口
同
1
5
0
∞
口
5
3
0
(
ホ
)
一
七
九
三
年
六
月
一
O
日
法
律
を
補
充
す

る
と
こ
ろ
の
一
七
九
三
年
一
O
月
二
日
法
律
は
そ
の
第
八
条
で
《
仲
裁
判
決

は
理
由
を
付
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
反
し
た
る
と
き
は
無
効
と
す
る
》
と

定
め
た
。

仲
裁
判
決
の
認
可
(
r
O
E
O
-
a
E
g
)

一
七
九
O
年
八
月
一
六
|
二
四
日
法
律
第
一
章
第
六
条
は
仲
裁
判
決
が
裁

2 
判
所
の
長
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
執
行
し
う
べ
き
も
の
と
な
る
こ
と
を
定

め
た
(
一
2
参
照
)
。

一
七
九
三
年
六
月
一
O
日
法
律
第
五
章
第
一
二
条
は

執
行
認
可
に
つ
い
て
は
右
の
第
六
条
と
ほ
と
ん
ど
同
文
の
規
定
で
あ
る
。

(
イ
)
認
可
は
た
ん
て
き
に
な
ロ
5
5
3
一
仲
立
氏
自
主
。
目
白
民
)
与
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
が
仲
裁
判
決
を
検
討
し
こ
れ
に
穀
庇
あ
り
と
の

理
由
に
よ
り
認
可
を
拒
む
と
き
は
、
認
可
拒
否
の
裁
判
は
越
権
の
裁
判
で
破

棄
申
立
に
よ
り
破
棄
さ
れ
る
(
吋
ロ
ユ
P
N
N
m
2
自
由
E
-
S
H
N
-
ω
・
可
申
H
i

〉
口
以
ロ
ロ
混
血
)
。
(
ロ
〉
仲
裁
判
決
の
執
行
認
可
を
命
.
す
る
裁
判
が
確
定

す
る
と
(
既
判
事
項
の
効
力
を
も
つ
に
至
る
と
)
、
そ
の
瞬
間
か
ら
仲
裁
判

決
が
既
判
事
項
の
効
力
(
同
O
R
m
)
を
も
ち
フ
ラ
ン
ス
領
土
の
全
域
に
お
い
て

執
行
し
う
べ
き
も
の
と
な
る
(
C
〈
・
ω
σ
E
E
3
5
8
∞
・
ω
・
口
白
l
〉
ロ

凶
ロ
H
N
S
〉
。

仲
裁
判
決
を
争
う
法
的
手
段

1 

欠
席
裁
判
に
対
す
る
異
議
(
0
3
0
2
5
ロ
)
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料

(
イ
)
-
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
の
強
制
仲
裁
に
お
い
て
、
欠
席
に
よ

り
仲
裁
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
強
制
仲
裁
人
の
前
に
、
一
六
六
七
年
オ
ル

資

ド
ナ
ン
ス
(
第
三
五
章
第
一
一
一
条
)
が
認
め
る
異
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
、

仲
裁
人
が
こ
の
異
議
を
裁
判
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
司
法
の
拒
絶
に
該
当

す
る
(
口
〈
・
口
手
2
5日
仏
D
H

田
口
少

ω
-
H斗
2
1〉
ロ
凶
口
同
斗
∞
)
。

右
の
四
円

議
は
通
常
裁
判
所
の
前
に
提
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
〈
河

2
・
呂
田

2
田正

c
t
s

H0・
ω
・
口
白
iu内
H
H
H
∞ミ)。

ハ
ロ
)
欠
席
仲
裁
判
決
に
つ
き
執
行
認
可
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
あ
っ
た
と

き
は
、
こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
対
し
て
、
異
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

〈ゎ
2
・

印

町

立

B
E
E
E

∞.
ω
-
H叶
申

Hlk戸ロ
M
H
H
H
N吋
吋

U
Z日目。
P
N
∞

σ
E自由
-
5
8
H
H・
ω
・
H叶
muH1〉
回
一
関
口
口
由
由
)
。
岡
持
議
は
、
オ
ル
ド
ナ
ン

ス
を
出
し
た
裁
判
所
長
の
前
に
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
前
に
提
出
さ
る
べ
き

で
あ
る

(
Z回目。
P
N∞
σ
2
5巳
Z
B
H
H
-
F
σ
正・)。

(
ハ
)
上
訴
も
破
棄
'
申
立
も
放
棄
し
て
、

友
誼
仲
裁
人
と

任
意
に
よ
り
、

し
て
終
審
と
し
て
裁
判
す
べ
く
仲
裁
人
が
指
名
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
仲
裁

判
決
の
執
行
認
可
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
対
し
て
、
異
議
の
道
は
開
か
れ
て
い

な
い
(
河
内
S
・
N
H
E〈
ひ
閉
め
州
自
己
・

ω
・口市山
Hi〉ロ
M
内

H
H
H
足。)。

2 

第
三
者
異
議

2
2
2
8
3岳
芯
ロ
)

一
六
六
七
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
(
第
三
五
章
第
二
条
)
の
下
で
は
、
仲
裁
判

決
は
一
般
の
訴
訟
判
決
と
同
じ
く
第
三
者
異
議
の
手
段
に
よ
り
攻
撃
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
(
わ
宮
口
〈

g
L
b
H
E
m
-
2
2
5・
ω
口
由
Hl

〉ロ
M
内
同

H
H
印

ue。

3 

上

訴
(
m
M
M
唱
。
】
〉

一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日
法
律
は
、
第
一
章
の
任
意
仲
裁
に
つ
い

て
は
、
仲
裁
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
、
上
訴
裁
判
所
を
合
意
で
指
定
し
て

留
保
す
る
こ
と
を
認
め
こ

2
を
み
よ
)
、
親
族
問
事
件
仲
裁
に
つ
い
て
は
、

《
仲
裁
判
決
に
よ
り
害
を
受
け
た
と
考
え
る
当
事
者
は
上
訴
に
よ
り
地
方
の

裁
判
所
に
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
該
裁
判
所
は
こ
れ
を
終
審
と
し

て
裁
判
す
る
。
》
と
定
め
た
(
第
一

O
章
第
一
四
条
)
。

一
七
九
三
年
六
月
一

O
日
法
律
第
五
章
第
一
二
条
は
《
仲
裁
判
決
は
上
訴

な
し
に
執
行
さ
れ
る
》
と
定
め
る
。
共
和
二
年
霧
月
一
一
一
日
法
律
第
一
八
条

は
婚
外
子
の
相
続
事
件
の
仲
裁
に
つ
き
、
《
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
仲

裁
人
の
判
決
は
上
訴
を
蒙
ら
な
い
》
と
定
め
、
共
和
二
年
雪
月
一
七
日
法
律

第
五
六
条
は
《
審
理
は
簡
易
の
も
の
と
す
る
。
上
記
仲
裁
人
の
判
決
は
上
訴

を
蒙
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
》
と
定
め
た
。

共
和
三
年
実
月
五
日
憲
法
第
二

一
一
条
は
《
前
条
の
仲
裁
人
の
決
定
は
、
当
事
者
が
明
示
的
に
留
保
し
た
の

で
な
い
と
き
は

」
れ
に
対
し
、
上
訴
も
な
く
、

破
棄
申
立
も
な
い
。
》
と

定
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
共
和
四
年
霧
月
四
日
(
一
七
九
五
年
一

O
月
二
六
日
)
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一
切
の
仲
裁
判
決
に
対
し
|
|
強
制
仲
裁
の
制
度
を
設
け
た
と

こ
ろ
の
、
人
民
の
代
表
者
等
の
諸
議
決
に
従
い
、
最
終
審
と
し
て
な
さ
れ
た

仲
裁
判
決
に
対
し
て
さ
え
も
|
|
上
訴
の
道
を
開
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る

(河

2
・
間
宮
-
-
E
P
H
a申
I
5
8・
-v
・
怠
ロ
c
g
(印))。

デ
ク
レ
が

共
和
四
年
風
月
九
日
法
律
は
強
制
仲
裁
を
廃
止
し
、
《
然
れ
ど
も
、
最
も
近

い
葡
萄
月
一
日
以
後
に
仲
裁
人
に
よ
り
下
さ
れ
た
判
決
は
第
一
審
と
し
て
下

さ
れ
た
単
純
の
判
決
と
看
倣
さ
れ
、
上
訴
が
、
本
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
数

え
て
三
ヶ
月
の
期
限
内
に
、
県
の
民
事
裁
判
所
に
よ
り
、
受
理
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
》
と
定
め
た
(
第
二
条
、
同
州
市
n
-
m
b
p
手
丘
二
匂
・

8
3
0

共
和
八
年
風
月
二
七
日
(
一
八

O
O年
三
月
一
八
日
)
法
律
は
第
三
条
で

《
市
民
が
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
彼
等
の
選
択
の
仲
裁
人
に
よ
り
彼
等
の
争
訟

フラ γス一七九C年仲裁法について

を
裁
判
さ
せ
る
権
利
は
損
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
右
仲
裁
人
の
決
定
は
、
明

示
的
に
留
保
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、

上
訴
を
蒙
る
こ
と
は
な
い
。
》
と
定

め
た
(
河

2
・四
mmpd-EP-
司・日
U
O
)
。

(
イ
〕
一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日
法
律
の
下
で
は

仲
裁
判
決
に

対
す
る
上
訴
は
、
仲
裁
付
託
の
中
で
こ
れ
を
留
保
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
の
同

g-
口問》同
E
ユ白
-EN-ω
・
可
申
Hlv内ロ

同
ω
C
)
。
右
の
留
保
は
、
仲
裁
付
託
の
中
で
、
上
訴
が
提
出
さ
れ
る
裁
判
所
を

指
定
し
て
、
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
わ
凶
器
・
甲
骨
ロ
ロ
Z
L
C円
山

口

N-ω
・

口市
WHiMHHHω
仏
)
。
こ
の
こ
と
は
共
和
三
年
実
月
五
日
憲
法
の
下
で
も
変
ら

な
い

((U2・
-
z
g
g
a
ι
0円

ωロ
由
・

ω
-
H吋旨
luハ
ロ
円
台
凶
N
U

円
Uz--。
円

ロ
ZA】
E
g
g
-
ω
-
H
4申
Hlu内
口
問
。
。
申
)
。
(
戸
)
一
六
七
三
年
オ
ル
ド
ナ

ン
ス
第
四
章
(
ソ
シ
エ
テ
)
の
仲
裁
に
つ
い
て
は
、
仲
裁
判
決
に
対
し
て
、

当
事
者
が
仲
裁
付
託
の
中
で
上
訴
を
明
示
的
に
留
保
し
て
い
な
い
と
き
で

も
、
上
訴
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
共
和
三
年
実
月
五
日
憲
法
(
第
一
一
一

O

条
第
二
一
一
条
)
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
ち
2
・
NH
ロ
片
手
話
回
ロ
少

ω・

ロ
旨
l

凶
ロ

?
β
ω
)。
任
意
仲
裁
に
お
い
て
上
訴
を
仲
裁
付
託
に
お
い
て
留
保

し
た
当
事
者
が
上
訴
裁
判
所
を
指
定
す
る
こ
と
は
共
和
八
年
風
月
二
七
日
法

律
(
こ
れ
は
一
七
九

O
年
八
月
一
六

i
二
四
日
法
律
第
一
章
第
五
条
を
黙
示

的
に
廃
止
し
た
〉
以
後
は
必
要
で
な
い
(
同
2
5
2
E
b
s
E
5
2
H
N・

ω-H叶旨
lunロ
H
8
3
0
(
ハ
)
仲
裁
付
託
に
お
い
て
当
事
者
の
二
刀
の
み
が

上
訴
を
留
保
し
た
と
き
は
、
当
事
者
の
他
方
も
上
訴
が
で
き
る
〈
切
。
ぇ

gロ
F

-
2
4
0ロ
件
。
混
同
ロ
タ

ω・口市
WHIMハ
ロ
ロ
ロ
)
。

合
一
)
仲
裁
判
決
の
上
に
署

名
さ
れ
た
執
行
認
可
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
(
裁
判
で
は
あ
る
が
)
こ
れ
に
対
し

上
訴
が
で
き
る
よ
う
な
真
正
の
判
決
で
あ
る
と
は
み
ら
れ
な
い

((UX--z 

同
氏
自
巳

5
8
H
N
.
ω
・
H斗申
H
Xロ
H
S
G
)。
(
ホ
)
仲
裁
判
決
が
終
審
の
も

の
と
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
佐
賀
づ
け
が
な
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し

上
訴
は
で
き
な
い
(
河
2
・
N
H
E
2田正
D
円

g
H
N
-
ω
-
H
4
2
i〉
ロ
凶
口
同
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料

由也∞

ソ
シ
エ
テ
契
約
書
に
、
《
将
来
生
ず
べ
き
紛
争
は
当
事
者
に
よ
り
選
ば

れ
た
仲
裁
人
に
よ
り
不
可
取
消
的
に
(
』
口
雪

c
g
z
m
B
E
C
裁
判
さ
れ
る
も

資

の
と
す
る
》
と
あ
っ
た
。
)
。

4 

破
棄
申
立

Q
2
2
2
3
n
g
g巴ロロ〉

前
述
の
よ
う
に
、
共
和
三
年
実
月
五
日
憲
法
は
そ
の
第
一
一
一
一
条
で
《
前

条
の
仲
裁
人
の
裁
決
は
、
当
事
者
が
明
示
的
に
留
保
し
た
の
で
な
い
と
き
は

」
れ
に
対
し
、
上
訴
も
な
く
、

破
棄
申
立
も
な
い
。
》
と
規
定
し
た
。

し
か

し
、
共
和
四
年
風
月
九
日
法
律
に
よ
る
強
制
仲
裁
の
廃
止
に
伴
い
、
共
和
四

年
牧
月
一
二
日
法
律
は
、
第
一
条
で
《
共
和
四
年
葡
萄
月
一
日
以
前
に
な
さ

れ
た
強
制
仲
裁
に
対
し
提
起
さ
れ
る
破
棄
の
申
請
は
破
棄
裁
判
所
に
よ
り
常

に
許
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
許
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
》
と
規
定
し
、
第
二
条
で
《
仲
裁
判
決
に
対
し
破
棄
申
立
を
す

ベ
き
理
由
あ
り
と
思
料
す
る
市
民
は
、
こ
れ
を
な
す
べ
き
期
限
を
徒
過
し
て

い
た
と
き
は
、
本
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
計
算
し
て
一
一
一
ヶ
月
の
聞
に
、
通
常

手
続
の
方
式
を
践
ん
で
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
》
と
規
定
し
た
(
河

2
・

mbロ
--Fr-L・・同】・

ω由。)。

(
イ
)
任
意
仲
裁
に
お
い
て
上
訴
が
留
保
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、

破
棄

申
立
は
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
(
上
訴
が
な
い
と

き
は
仲
裁
判
決
に
つ
い
て
は
司
法
裁
判
所
の
判
決
が
な
い
の
で
て

仲
裁
判

決
に
対
し
て
破
棄
申
立
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(閉山
O
A
-
N
H
g
g
ω
-
L
O】
守

田
口
少
∞
-
H
4
2
!
凶
H
H
H

怠
AH)
。
任
意
仲
裁
に
つ
い
て
は
、

上
一
誌
を
留
保
し

な
か
っ
た
こ
と
は
破
棄
申
立
も
留
保
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
上
訴
の
留

保
は
必
然
的
に
上
訴
に
つ
き
下
さ
れ
た
判
決
に
対
す
る
破
棄
申
立
の
留
保
を

伴
う
(
岡
山

2
・
日

ω
z
s
m
o
g
H
0・
ω・
ロ
旨
!
〉
ロ
出
同
同
日
吋

Y
Z
2
-
2・

m
o
n
Eニ
弘
司

}grh山
神
戸
《
右
。

ι
g
Aロ
g
z
oロ印

ι。
仏

門

C
F
g
s
o
y
同∞日寸

円

y
印
N
品
)
。
上
訴
を
放
棄
し
て
い
る
と
き
は
破
棄
申
立
を
明
示
的
に
留
保
し
て

い
て
も
、
仲
裁
判
決
に
対
し
て
破
棄
申
立
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
同

上
)
。
仲
裁
判
決
に
対
し
匝
接
的
に
破
棄
申
立
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(閉山

2
・

5
司

B
E
n
-
ω
ロ

5
・
ω・
〉
ロ
凶
口
同

1
5
0∞
門
戸
N
C
)
。

仲
裁
判
決
を

司
法
裁
判
所
の
審
判
の
対
象
に
す
る
(
裁
判
所
の
ラ
イ
ン
に
の
せ
る
)
に
は

無
効
の
訴
え
に
よ
る
し
か
な
い
(
同
上
〉
。

(
戸
)
強
制
仲
裁
に
お
い
て
は

終
審
と
し
て
し
た
仲
裁
判
決
に
対
し
て

破
棄
申
立
が
で
き
る

(
(
U
Z
-
N
ω
B
E巴
号
円
自
∞
・

ω

口
S
l〉
ロ
凶
口
同

8
3
0
執
行
認
可
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
帯
び
て
い
な
く
て
も
こ
れ
に
対
し
破

棄
申
立
が
で
き
る
(
向
上
)
。

但
し
、

執
行
認
可
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
破
棄

申
立
期
聞
を
走
ら
せ
る
の
に
必
要
で
あ
り
、
執
行
認
可
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を

帯
び
て
い
な
い
仲
裁
判
決
の
送
達
は
破
棄
申
立
期
間
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
(
同
上
)
。
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(
ハ
)
強
制
仲
裁
の
事
件
に
つ
き
当
事
者
が
任
意
に
こ
れ
を
任
意
仲
裁
に

付
託
し
、
上
訴
を
放
棄
し
、
終
審
と
し
て
裁
判
す
べ
き
旨
を
約
し
た
と
き

は
、
仲
裁
判
決
に
対
し
破
棄
申
立
は
で
き
な
い
(
河

2
・
包

B
o
g
-
ι
2
2

m
.
ω
-
H斗山町
Hl〉
ロ
凶
口
同
叶
斗
)
。

F 
d 

再
審
申
立

(
5
3
5
g
o
a
t
-ゆ
)

(
イ
〉
〔
一
六
六
七
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
三
五
章
第
三
五
条
は
、
終
審
の
判

決
に
対
し
、
再
審
の
途
を
許
し
て
い
る
が
)
一
七
九

O
年
入
月
二
ハ
|
二
四

日
法
律
第
一
章
第
四
条
が
、
上
訴
を
明
示
に
留
保
し
な
い
と
き
は
仲
裁
判
決

一
七
九
一
年
二
月
一
一
・
一
一
一
日
法

律
(
同

2
・
mbロ
-
L
Z
P
-
ゅ
・
宮
)
第
一
条
が
、
再
審
申
立
は
、
上
訴
(
若
宮
戸
)

と
同
じ
方
法
(
自
由
宮
町
四
)
同
じ
方
式
(
町
三
5
2
)
で
、
七
つ
の
区
(
田
口
。
ロ
'

に
対
し
上
訴
が
許
さ
れ
な
い
と
定
め
、

フラシス一七九O年仲裁法について

岳
認
め

B
g
H
)
の
裁
判
所
の
う
ち
の
一
つ
に
、

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

定
め
た
こ
と
に
よ
り
、
再
審
申
立
は
仲
裁
判
決
に
も
共
通
に
用
い
ら
れ
る
途

に
な
っ
た
も
の
で
、
共
和
三
年
実
月
五
日
憲
法
の
第
一
一
一

O
条
及
び
第
二
一

一
条
は
か
か
る
再
審
申
立
を
禁
止
し
て
い
な
い

((UZ・
口
町

2
2広
D
円
自

∞
-
ω
-
H叶由
Hl〉
ロ
凶
口
同

ω
E
)。

(
ロ
)
任
意
仲
裁
に
お
い
て
、
仲
裁
付
託
に
お
い
て
、
当
事
者
双
方
が
、
仲

裁
判
決
は
訴
訟
に
つ
い
て
の
和
解
(
可
g
g
2
5
5
の
効
力
を
も
つ
も
の
と

す
る
と
の
合
意
を
し
た
場
合
に
は
、
〔
和
解
に
対
し
て
は
再
審
申
立
は
関
か
れ

な
い
か
ら
〕
、

仲
裁
判
決
は
再
審
申
立
の
手
段
に
よ
り
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
(
河

2
・
5
H
F
R
B
E
O同
自
己
・

ω・
口
2
1〉
ロ
×
口
同

E
叶)。

棄
す宍
る)

E笠
宅g
き佐
叫対

百す
R る
!!'再
ω 審
ぐ申
2 立
S; I主
器こ

巴れ

ら存
伊野
〉託
P. ~こ
日お
早い
史て

E言放

ロ
U
W
C
)

。
《
い
か
な
る
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
も
な
く
》

(
8
5
5
2
2凹
昨

2
2ロ
可

F
E
E
-
)
と
い
う
文
一
一
日
は
、
上
訴
の
み
な
ら
ず
、
破
棄
申
立
、
再

審
申
立
も
し
な
い
こ
と
を
示
す
(
向
上
〉
。

(
ニ
)
仲
裁
判
決
に
対
し
て
は
、

通
常
の
訴
訟
の
裁
判
所
に
よ
る
判
決
に

対
す
る
の
と
同
じ
場
合
に
ま
た
同
じ
理
由
づ
け
で
再
審
申
立
す
る
こ
と
が
で

き
る

(
Z四回
E
p
u
o
m
2
5
Z
m
L
m
S
H
U・
ω・
〉
ロ
M
口問
1
5
0
∞
口
品
N
)
。

(

1

)

こ
の
法
律
の
第
一
条
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ユ

l
ヌ
の
定
義
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Le droit de l'arbitrage a l'epoque du droit 

intermediaire en France 

Noboru KOYAMAネ

Avant la loi du 24 aout 1790， aucune loi g品neralen'avait 

dるtermined'une maniere precise les cas dans lesquels l'arbitrage 

pouvait avoir lieu， les formalites auxquelles il etait assujetti， les 

e丘etsqu'il devait produire. 

Des dispositions eparses dans quelques anciennes ordonnances， 

dans le droit romain， dans quelques coutumes， dans les lois particu-

lieres a certaines parties de l'empire de la France，るtaientles seules 

regles qu'il fut possible de consulter. 

Ces regles encore n'etaient pas si certaines， la jurisprudence 

n'o妊raitqu'un tableau varie d'usages di妊erendsqu'il品taitdi伍cilede 

connaitre et de pratiquer. Et， il est facile d'apercevoir quels grands 

et quels nombreux inconvenients en resultaient. 

La loi du 24 aout 1790 a fait cesser quelques uns des inconve-

nients et les principaux sans doute; mais concue en six articles seule-

ment， elle n'a pu remedier a tous. 

Si les lois et la jurisprudence anciennes n'avaient pas donn邑

assez de faveur a l'arbitrage， celle du 24 aout 1790 et d'autres plus 

recentes lui en avaient accorde une exorbitante. Sans doute， les idees 

liberales qui ont preside a la redaction de celles-ci， ont du inspirer 

une grande conf1ance dans cette espece d'institution respectable en 

elle-meme; mais elle ne devait pas aller jusqu'a la 品naturer (conf 

le discours prononce par M. Mallarme， orateur du Tribunat， dans la 

seance du Corps Legislatif du 29 avril 1806， Locre， La legislation 

civile， commerciale et criminelle de la France， tome 23 p. 433-435). 
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La pratique de l'arbitrage n'a pas toujours donne des resultats 

aussi satisfaisants qu'on devait l'esperer. Peut-etre faut-il l'attribuer 

aux circonstances di伍cilesdans lesquelles on s'est trouvふ

Dans l'epoque du droit intermediaire on a eu l'experience pour 

ecarter quelques abus， et rendre a cette institution， respectable et 

salutaire en elle-meme， ses veritables avantages (Locre， ibid. tome 21 

p. 11). 

Je m'occupe a constater ce qui s'est passe comme cette experi-

ence， en cherchant les data dans les lois et la jurisprudence trouv品es

dans:;:l'epoque du droit intermediaire. 
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